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(57)【要約】
【課題】ヒトの皮膚の視覚的魅力を改善するために、反
射変性剤を塗布するための好適なシステムおよび方法を
提供すること。
【解決手段】コンピュータ制御システムは、ヒトの皮膚
のエリアであるフレキセルの属性を決定し、一般に皮膚
をより若々しく且つより一層魅力的に見せるために、変
性剤（ＲＭＡ）を画素レベルで塗布する。当該システム
は、フレキセルをスキャンし、魅力的でない属性を識別
し、一般にインクジェットプリンタでＲＭＡを塗布する
。識別される属性は反射率に関するものであり、不規則
に見える濃淡の斑、老斑、傷、および痣等の特徴を指す
場合がある。識別される属性はまた、皮膚の表面トポロ
ジに関するものであってよく、より正確には、瘤および
シワ等のムラを改善することである。
【選択図】図２４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本明細書に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の参照）
　本出願は、出願人らにより２００５年８月１２日に出願された米国仮出願第６０／７０
８，１１８号の利益を主張する。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、ヒトの皮膚に、その視覚的魅力を改善するために、染料または顔料等の１つ
以上の反射変性剤を選択的且つ正確に塗布するための、自動コンピュータ制御方法に関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
　（従来の化粧品技術およびそれらの不利点）
　皮膚の外観を変性させるための先行技術の手法は、自然な日焼け、人工的な日焼け、お
よび化粧品の意図的な塗布を含む。これらの先行技術の手法のそれぞれには制限がある。
【０００４】
　一般に、皮膚への化粧品物質の塗布は主として手動であり、例えばブラシ、塗布管、ペ
ンシル、パッド、および指の使用による。これらの塗布方法により、先行技術の化粧品は
、本発明のコンピュータ技術と比較した場合、不正確で、労働集約的で、高価で、時に有
害なものとなる。
【０００５】
　先行技術の化粧品の扱い方のほとんどは、不透明な物質の塗布に基づくものである。外
観のより効果的な変性を提供するために、透明な染料等の反射変性剤（Ｒｅｆｌｅｃｔａ
ｎｃｅ　Ｍｏｄｉｆｙｉｎｇ　Ａｇｅｎｔ；ＲＭＡ）の正確な塗布に対する必要性がある
。
【０００６】
　手動による化粧品塗布は、コンピュータ制御技術と比較すると不正確であり、この不正
確さがそれらを効果の弱いものにし得る。例えば、メイクアップ用ファンデーションベー
スを塗り過ぎると、魅力的でない、厚塗りしたような外観となり得る。
【０００７】
　手動手法を用いるためには一般に長時間かかり、そこで人々は、幹線道路での朝の通勤
において見られ得るように、停車中を利用してメイクアップの塗布を終えようと躍起にな
っている。
【０００８】
　手動で塗布されるメイクアップは安くなく、美容師等の専門家の助力が必要な場合には
、さらに高価なものとなる。
【０００９】
　多くの場合、手動手法で皮膚に塗布される材料は、それ自体が潜在的に有害なものであ
る。例えば、メイクアップ用ファンデーションベースは、皮膚を乾燥させる原因となる場
合があり、皮膚呼吸を妨げる場合がある。日焼けに使用される日光または人工光は、癌を
引き起こし得る。
【００１０】
　したがって、皮膚の外観の、より効果的で、より自動化された、より速く、安価で、且
つ危険度の低い変性を提供するために、反射変性剤（ＲＭＡ）を正確に塗布する必要性が
ある。
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【００１１】
　本明細書において、「反射変性剤」または「ＲＭＡ」という用語は、別の材料の反射率
を変化させるために有用な任意の化合物のことをいい、以下でさらに詳細に説明される。
ＲＭＡのいくつかの例は、インク、染料、顔料、漂白剤、化学変化剤、ならびに、ヒトの
皮膚の反射率およびその他の特徴を変化させ得る他の物質である。「染料」および「透明
な染料」という用語は、本明細書において、任意のＲＭＡを簡潔に表すために使用される
ものである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　（発明の概要）
　本発明によって、これらの必要性およびその他の必要性に取り組む。以下の説明では、
限定としてではなく例示として本発明を記載する。
【００１３】
　本発明の一態様は、皮膚のエリアの視覚的属性を決定し、続いて少なくとも１つの反射
変性剤を当該皮膚のエリアに塗布するための、コンピュータ制御システムおよび方法を提
供することである。一実施形態において、反射変性剤は視覚的属性と一致するように塗布
される。別の実施形態において、反射変性剤は視覚的属性に反して塗布される。
【００１４】
　本発明の別の態様は、皮膚のエリアを電子的にスキャンし、スキャンされたデータをコ
ンピュータ環境で解析することによって、当該エリアの視覚的属性を決定することである
。
【００１５】
　一実施形態において、スキャンは皮膚についての反射データを提供するものである。当
該データは、特徴識別を行い、補正戦略の可能性を評価して、皮膚の視覚的外観を改善す
るために使用される。補正戦略の一例は、皮膚の実際の反射特性を補償するために、皮膚
の反射特性を意図的に変化させることである。１つ以上のＲＭＡの塗布は、皮膚の視覚的
外観を変更する。
【００１６】
　一実施形態において、スキャンは、反射データおよび表面形状データの両方を提供する
。当該データは、特徴識別を行い、補正戦略の可能性を評価して、皮膚の視覚的外観を改
善するために使用される。補正戦略の一例は、既存の反射特性および既存の形態的特性の
両方を補償するために、皮膚の反射特性を意図的に変化させることである。
【００１７】
　本発明の別の態様は、皮膚のエリアのマップを作成し、後に、インクジェット技術、例
えばインクジェットプリントヘッド等のＲＭＡ塗布器の、皮膚に対する位置を決定し、当
該塗布器に命令を供給するために当該マップを使用することである。マップは、反射率ま
たは形状における変更を検出するために、初回の画像と第二回の画像とを比較するために
も使用され得る。
【００１８】
　本特許明細書において、「インクジェット技術」という語句は、概して「ドロップ制御
」技術をいい、それにより、当業者には公知であるように、塗布されている物質の各個別
の液滴が塗布器により制御され得る。本発明に特に有用な技術は、ドロップ制御技術のサ
ブセットである「ドロップオンデマンド」技術を用いることである。本明細書において、
「インクジェットプリンタ」という語句は、インクジェット技術のあらゆる形を簡潔に表
すために使用されるものである。
【００１９】
　本発明の別の態様は、皮膚の局所的な反射特性に応じて、透明な染料の混合物をヒトの
皮膚に正確に塗布することである。
【００２０】
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　本発明の別の態様は、皮膚の局所的な反射特性および他の表面形状データに応じて、透
明な染料の混合物をヒトの皮膚に正確に塗布することである。
【００２１】
　本発明のシステムおよび方法によって、これらのおよびそれらの態様、特徴、および利
点が実現される。本発明によると、コンピュータ制御システムは、ヒトの皮膚のエリアの
属性を決定し、一般に皮膚をより若々しく且つより魅力的に見せるために、反射変性剤（
ＲＭＡ）を画素レベルで塗布する。当該システムは、皮膚をスキャンし、改善され得る、
またはカムフラージュされ得る属性を識別し、一般にインクジェットプリンタでＲＭＡを
塗布する。識別される属性は、反射率に関するものであってよく、不規則に見える濃淡の
斑、老斑、傷、および痣等の特徴を指し得る。識別される属性はまた、深度等の皮膚の表
面トポロジに関し得、より正確には、瘤およびシワ等の表面の不規則性を改善するもので
ある。例えば、頬をよりピンク色に見せ、頬骨をより高くするために、特徴マッピングが
使用され得る。ＲＭＡは、魅力の理想モデルに照らし、赤色のエリアに赤色を加える、ま
たは逆に、赤色のエリアに緑色または青色を加える等の、識別されたパターンに従って塗
布され得る。
【００２２】
　本発明の一態様は、皮膚の特徴の詳細な解析の基礎を提供するために、様々な波長（色
）でデータを収集し解析することである。いくつかの皮膚の特徴は、様々な波長で当該特
徴が呈する特性から識別され得る。
【００２３】
　一種の改善の例として、図２２に示されるように、年配者の日焼けによる損傷等から生
じたランダムな雀斑を、より均一に、つまり若い皮膚の自然な雀斑の特性に、見せること
ができる。ランダムな雀斑４４０のスキャンされたデータがスペクトル帯域に入ると、粗
く不規則なパターンを示す。経験的観測に基づいて、若い皮膚の自然な雀斑４４２を表す
パターンは、自然な雀斑４４２をより鮮明に見せる、はるかに規則的で左右対称のパター
ンを有する。この自然なパターン４４２は、ランダムな雀斑４４０を表すパターンとの比
較するための目標パターン４４８として使用され得る。ランダムな雀斑４４０は、目標パ
ターン４４８の全体的な構成に従うが、より高い光周波数４４６へ延在する。より高い光
周波数４４６にあるランダムな雀斑４４０上のより低い周波数のすべてのエリアを黒くす
るために染料等のＲＭＡを塗布することによって、自然な雀斑４２２のパターンにより密
接に近似した、ランダムな雀斑４４０への改善４４４が実現され得る。したがって、ラン
ダムな雀斑４４０に関するスキャンされたデータとは対照的なＲＭＡの塗布により、皮膚
の反射特性は、皮膚が、より鮮明でより若々しい雀斑を有するように見え、それによって
より魅力的に見えるように変更され得る。
【００２４】
　画素レベルでのＲＭＡの塗布は、先行技術の方法よりもはるかに卓越した精度を可能に
するため、使用される塗布材料は少なくなる。
【００２５】
　本発明の一実施形態において、スキャナおよびインクジェットプリンタを備える塗布デ
バイスは、皮膚のエリア上に単一パスを作る。当該デバイスは皮膚をスキャンし、魅力的
でない特性を識別し、皮膚をより魅力的にする改善を計算し、それらの改善を実現するた
め、皮膚にＲＭＡを迅速に塗布する。例えば、所定の平均化技術によって、濃淡の斑を識
別し、ＲＭＡを塗布して淡斑を黒くすることにより、皮膚により滑らかな外観を与えるこ
とができる。
【００２６】
　この概念のさらなる実施形態において、１つ以上の望ましい改善を改善する度に、塗布
デバイスは皮膚上に複数パスを作る。
【００２７】
　別の実施形態において、塗布デバイスは、皮膚の特徴についての第一のマップを作り、
魅力的でない特徴を識別する。次いで、皮膚の望ましい外観を表すための第二のマップを
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計算し、望ましい外観に近似するよう皮膚の外観を変更するために、実際のマップと望ま
しいマップとの差異を使用して、皮膚にＲＭＡを塗布するための特定の計画を生成する。
その後、ＲＭＡを塗布して望ましい外観を実現する。ここでも、複数パスによって本方法
の有効性を改善することができる。
【００２８】
　一例において、第一のマップは、当該マップ内にある個々の画素の反射特性から生成さ
れ、特定の計画は、顔面上の対応する画素にインクジェット装置によって塗布される複数
の透明な染料それぞれの正確な量の計算を含む。別の例において、計算された染料の量は
、一画素あたり必要な染料の総量のうちごく少量であるため、同じエリア上に複数パスが
構成され得、各パスは必要に応じてさらに染料を追加する。
【００２９】
　この実施形態において、顔、脚、または腕等、ヒトの皮膚の領域の詳細なスキャンが行
われる。スキャンは、公知の構成で配置された複数の光源を意図的に光らせ、光源がオン
／オフされる際に皮膚の小さなエリアをスキャンすることによって取得される。異なる光
源からの読み出し結果を比較することにより、皮膚の反射率および表面形状の両方を決定
することができる。
【００３０】
　スキャンからのデータは、皮膚の反射特性を含む。これらの特性は、反射率および皮膚
の表面形態の両方を含む皮膚の詳細なマップを製作するために使用され得る。該詳細なマ
ップを使用して、複数パス内の皮膚の領域に複数の透明な染料またはその他のＲＭＡを選
択的に塗布するための補正計画を展開することができる。各パスにおいて、ごく少量の望
ましい補正が行われ、そのため、塗布における誤差は複数パス全体で平均化される。
【００３１】
　マッピング実施形態のさらなる改良において、塗布デバイスは、頬および頬骨等の大き
な特徴を識別するために皮膚の高度なマップを作り、理想的な特徴のライブラリに従って
、それらに特有の改善を行う。例えば、頬をより赤くすることにより、頬がより健康に見
え、頬骨の下のエリアを黒くすることにより、頬骨がより高く見える。複数パスはまた、
本方法の有効性を改善することもできる。この特徴認識はまた、人工知能または芸術的な
制御戦略のいずれかと組み合わせて使用され得る。
【００３２】
　様々な実施形態において、皮膚を改善するための、皮膚のスキャン、計算、およびＲＭ
Ａの塗布は、極めて高速且つ正確である。
例えば、本発明は、以下の項目を提供する。
（項目１）
　ヒトの皮膚の領域の視覚的魅力を改善するための装置であって、
　筐体と、
　少なくとも１つの光源であって、該光源は、オンおよびオフされ得る、光源と、
　少なくとも１つの受像素子と、
　少なくとも１つの反射変性剤塗布素子であって、該反射変性剤塗布素子は特定のフレキ
セルに対し該フレキセルの反射特性に応じて、反射変性剤を選択的に塗布する、反射変性
剤塗布素子と
　を備える、装置。
（項目２）
　上記筐体はブースである、項目１に記載の装置。
（項目３）
　上記ブースは日焼けブースである、項目２に記載の装置。
（項目４）
　上記筐体はハンドヘルドデバイスであって、該ハンドヘルドデバイスは、皮膚の領域上
において手動で移動させ得る、項目１に記載の装置。
（項目５）
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　上記筐体はハンドヘルドデバイスであって、該ハンドヘルドデバイスは、皮膚マークの
外観を改善するために、該マーク上に手動で配置され得る、項目１に記載の装置。
（項目６）
　上記筐体は、唇または目の周囲等、皮膚の特別な領域に近接して置かれるように設計さ
れる、項目１に記載の装置。
（項目７）
　上記反射変性剤塗布素子は、ドロップ制御デバイスをさらに備える、項目１に記載の装
置。
（項目８）
　上記ドロップ制御デバイスは、少なくとも１つのインクジェットプリントヘッドをさら
に備える、項目７に記載の装置。
（項目９）
　上記光源は複数の発光ダイオードであって、このような第一の発光ダイオードは第一の
波長の発光を有し、第二の発光ダイオードは第二の波長の発光を有する、項目１に記載の
装置。
（項目１０）
　上記光源は、
　上記筐体に対して第一の角度に配向された第一の光源と、
　該筐体に対して第一の角度に配向された第二の光源と
　をさらに備える、項目１に記載の装置。
（項目１１）
　ヒトの皮膚の領域の視覚的魅力を改善するための方法であって、該方法は、
　少なくとも１つの反射変性剤を提供するステップと、
　該皮膚の領域を複数のフレキセルに割り当てるステップと、
　該複数のフレキセルのそれぞれの反射特性を測定するステップと、
　該複数のフレキセルのそれぞれの該反射特性から、特定のフレキセルに塗布するために
望ましい量の該反射変性剤を備える補正計画を決定するステップと、
　該補正計画を実行するステップと
　を含む、方法。
（項目１２）
　少なくとも１つの反射変性剤を提供するステップは、複数の透明な染料を提供するステ
ップをさらに含む、項目１１に記載の方法。
（項目１３）
　上記複数のフレキセルの上記反射特性を測定するステップは、
　オンまたはオフになるように制御され得る複数の光源を提供するステップと、
　複数の照明条件を作成するステップであって、各照明条件は該光源のそれぞれについて
オン状態またはオフ状態を選択することを含む、ステップと、
　該複数の照明条件を繰り返しながら、画像データを得るために上記皮膚の領域をスキャ
ンするステップと、
　該画像データから、該複数のフレキセルの反射率を決定するステップと
　をさらに含む、項目１１に記載の方法。
（項目１４）
　スキャンされるフレキセルの位置を決定するステップをさらに含む、項目１３に記載の
方法。
（項目１５）
　上記画像データから、基準面に対する上記フレキセルの傾斜を決定するステップをさら
に含む、項目１４に記載の方法。
（項目１６）
　上記フレキセルの上記傾斜および該フレキセルに近接するその他のフレキセルの傾斜か
ら、局所的な皮膚形態を決定するステップをさらに含む、項目１５に記載の方法。
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（項目１７）
　上記複数のフレキセルのそれぞれの上記反射特性から、特定のフレキセルに塗布するた
めに望ましい量の上記反射変性剤を備える補正計画を決定するステップは、
　実際の皮膚の領域のマップを構築するステップであって、該マップは上記複数のフレキ
セルのそれぞれの上記位置および上記反射率を含む、ステップと、
　　中間周波数成分の一部を該実際の皮膚の領域の該マップから除去することと、
　　該実際の皮膚の領域の該マップを解析して皮膚の特徴を決定し、かつ該皮膚の特徴に
対する補正および改善を決定することと、
　　補正および改善のための任意の手動入力を受け入れることと
　によって、理想的なマップを構築するステップと
　をさらに含む、項目１１に記載の方法。
（項目１８）
　上記補正計画を実行するステップは、
　スキャナおよびプリンタユニットを上記皮膚の領域上に向けるステップと、
　該スキャナを使用して位置を決定するステップと、
　該位置から望ましい補正を決定するステップと、
　該補正の少なくとも一部を該皮膚に適用するステップと
　をさらに含む、項目１１に記載の方法。
（項目１９）
　上記反射変性剤は少なくとも三つの異なる色の透明な染料を含み、フレキセルに対する
所望の補正は、特定量の該三色の透明な染料のそれぞれを塗布することによって得られる
、項目１１に記載の方法。
（項目２０）
　上記補正計画を実行するステップは、皮膚の領域上におけるスキャンおよびプリントの
複数のパスを作るステップをさらに含む、項目１１に記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、ＲＭＡを皮膚に塗布するために本発明の実施形態が用いられ得る動作環
境を示すブロック図である。
【図２】図２は、ネットワークを介した通信によってＲＭＡを皮膚に塗布するために本発
明の実施形態が用いられ得る動作環境を示すブロック図である。
【図３】図３は、ネットワークを介した通信および携帯型塗布デバイスによってＲＭＡを
皮膚に塗布するために本発明の実施形態が使用され得る動作環境を示すブロック図である
。
【図４】図４は、マゼンタ、イエロー、およびシアンのＲＭＡの使用を示すブロック図で
ある。
【図５】図５は、インクを皮膚に塗布するための内蔵型携帯型塗布デバイスによって本発
明の実施形態が用いられ得る動作環境を示すブロック図である。
【図６】図６は、塗布システムを用いるためのプロセスを示すフローチャートである。
【図７】図７は、塗布システムを組み立てるためのプロセスを示すフローチャートである
。
【図８】図８は、皮膚にプリントするための実施形態における塗布アルゴリズム内のプロ
グラミング用のプロセスを示すフローチャートである。
【図９】図９は、プリント可能な改善画像を作成するためのプロセスを示すフローチャー
トである。
【図１０】図１０は、コンピュータモデルにおいて３Ｄオブジェクトをどのように２Ｄ表
面にマッピングするかを示す図である。
【図１１】図１１は、魅力の原理を定義するプロセスを示すフローチャートである。
【図１２】図１２は、表面テクスチャの変動を持つエリアへの上からの照明を示すブロッ
ク図である。
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【図１３】図１３は、３Ｄヒト顔面上の特性または特徴を示す図である。
【図１４】図１４は、ヒト顔面の２Ｄマップ上の特徴を示す斜視図である。
【図１５】図１５は、ヒト顔面の２Ｄマップ上の特性または特徴を示す斜視図である。
【図１６】図１６Ａ～Ｅは、反射率、照度、および図１４にあるヒト顔面の２Ｄマップの
ラインＡ－Ａ’に沿ったプリント可能な改善画像のグラフである。
【図１７】図１７は、プリント可能な改善画像に従ってＲＭＡをプリントすることによっ
て改善された３Ｄヒト顔面の図である。
【図１８】図１８は、３Ｄヒト脚の特性を、２Ｄマップ上のスペクトルベースごとの対応
する反射率およびプリント可能な改善画像と共に示す図である。
【図１９】図１９は、プリント可能な改善画像に従ってＲＭＡをプリントすることによっ
て改善された３Ｄヒト脚の図である。
【図２０】図２０Ａ～Ｂは、３Ｄヒト胸部の特性を、２Ｄマップ上のスペクトルベースご
との対応する反射率と共に示す図である。
【図２１】図２１は、スキャンおよび塗布の複数パスを実行するステップを示す図である
。
【図２２】図２２Ａ～Ｃは、加齢による雀斑の外観を改善するために塗布されたＲＭＡの
効果を示す図である。
【図２３】図２３は、視覚的利益対解像度の汎用グラフである。
【図２４】図２４は、本発明により用いられる全体的なステップを示すフローチャートで
ある。
【図２５】図２５は、ＲＧＢ帯域内の魅力的でない特徴のパターンの汎用グラフである。
【図２６】図２６は、センサ上のスペーサカップを示すブロック図である。
【図２７】図２７は、ネットワーク上での通信およびブースを備える塗布デバイスによっ
てＲＭＡを皮膚に塗布するために本発明の実施形態が用いられ得る動作環境を示すブロッ
ク図である。
【図２８】図２８は、強弱の中間周波数の汎用グラフである。
【図２９】図２９は、ネットワークを介した通信および吸取紙塗布デバイスによってＲＭ
Ａを皮膚に塗布するために本発明の実施形態が用いられ得る動作環境を示すブロック図で
ある。
【図３０】図３０は、ネットワークを介した通信および曲面を持つ携帯型塗布デバイスに
よってＲＭＡを皮膚に塗布するために本発明の実施形態が用いられ得る動作環境を示すブ
ロック図である。
【図３１】図３１は、皮膚の画素レベルマッピングを調整するためのフローチャートであ
る。
【図３２】図３２は、ＲＭＡの画素レベル塗布を調整するためのフローチャートである。
【図３３】図３３は、改善技術を用いるためのプロセスを示すフローチャートである。
【図３４】図３４は、スキャンしたエリアの目標深度を決定するためのプロセスを示すフ
ローチャートである。
【図３５】図３５は、スキャンしたエリアの目標照射を決定するためのプロセスを示すフ
ローチャートである。
【図３６】図３６は、ブースを備える塗布デバイスを示すブロック図である。
【図３７】図３７は、単純な皮膚平滑化例を表す概略図である。
【図３８】図３８は、複数パス平滑化例を表す概略図である。
【図３９】図３９は、顔面マップの例を表す概略図である。
【図４０】図４０Ａ～Ｂは、反射率および皮膚の配向データを取得するための、ＬＥＤお
よびセンサのサンプルレイアウトである。
【図４１】図４１は、特徴認識を表す概略図である。
【図４２】図４２は、特徴認識を表す例の概略図である。
【図４３】図４３は、ＲＭＡを塗布するための芸術的戦略を表す概略図である。
【図４４】図４４は、吸取紙塗布デバイス用の回転プリンタの例である。
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【図４５】図４５は、奥行き感を示すテキスト画像の例である。
【図４６】図４６は、補正プロセスを示すフローチャートである。
【図４７】図４７Ａは、皮膚マーク用ハンドヘルドデバイスの一実施形態の側面図である
。図４７Ｂは、図４７Ａのデバイスの正面図である。図４７Ｃは、図４７Ｂのセクション
ＡＡ’に沿った水平断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明の以下の実施形態は、添付の図面を参照し、単なる例として記載されるものであ
る。
【００３５】
　（実施形態の詳細な説明－ヒトの皮膚の視覚的魅力を改善させるために、反射変性剤を
塗布する）
　以下の説明の詳細は、本発明を明瞭に説明するために提示するものである。しかしなが
ら、本発明の概念はこれらの特定の詳細に限定されるものでないことが、当業者には明ら
かであろう。一般に公知の要素は、本発明の限定としてではなく例示として、明瞭化のた
めにブロック図内にも示されている。さらに、プロセスの順序、それらの番号が付された
シーケンス、およびそれらのラベルは、本発明を限定するものとしてではなく、説明を明
瞭にするために提示されるものである。
【００３６】
　本実施形態は、ヒトの皮膚の領域の視覚的魅力を改善するための方法を説明している。
図２４に示すように、当該方法は、以下の全体的なステップを含む。
・ステップ９００－皮膚の領域を複数のフレキセルに割り当てるステップ
・ステップ９１０－複数のフレキセルのそれぞれの、少なくとも１つの光学的属性を測定
するステップ・ステップ９２０－フレキセルの光学的属性から、少なくとも１つの視覚的
魅力に影響を及ぼす測定された皮膚特性を決定するステップ
・ステップ９３０－皮膚特性の望ましい状態を決定するステップ
・ステップ９４０－測定された皮膚特性を、皮膚特性の望ましい状態に近似するよう変性
させるために、特定のフレキセルに少なくとも１つの反射変性剤を塗布するステップ
　（皮膚の領域を複数のフレキセルに割り当てる）
　本特許明細書において、「フレキセル」という用語は、皮膚の小さな画素状領域として
定義される。本特許出願において、「皮膚」という用語は、人体の表面上にある皮膚だけ
でなく、より広く、美容的に改善され得るあらゆるヒトの特徴、例えば爪および毛髪をい
うためにも使用される。フレキセルは、雀斑またはその他の皮膚の特徴のごく小さい部分
に対応し得るか、または、特殊な特徴を有さない皮膚のエリアに対応し得る。したがって
、フレキセルは、独立した座標系よりもむしろ皮膚をいう。
【００３７】
　フレキセルという用語は、測定されているものが平面ではなく３Ｄ表面であることを示
唆するために使用される。皮膚の領域は、複数のフレキセルから成る。例えば、３００ド
ット／インチ（１１．８ドット／ミリメートル、または「ｄｐｍｍ」）の解像度が用いら
れる場合、フレキセルは、１平方インチあたり約９０，０００のフレキセル（１平方ミリ
メートルあたり１４０のフレキセル）があるように、約ｌ／３００インチ（０．０８５ｍ
ｍ）の幅および高さを有し得る。人体の表面は、数百万ものフレキセルを有し得る。
【００３８】
　皮膚をフレキセルに割り当てることにより、本発明は、細部を解像する高等なヒトの視
覚能力を改善するための、スキャンおよびＲＭＡの塗布を達成することができる。
【００３９】
　図２３は、相対的な視覚的利益（ｖｉｓｕａｌ　ｂｅｎｅｆｉｔ）４５０対ドットパー
インチ（ＤＰＩ）表記の４５２解像度の汎用グラフである。参考までに、一般的なコンピ
ュータ画面は、７２ドット／インチ（ｄｐｉ）（２．８３ｄｐｍｍ）の解像度を有する。
１０インチ（２５４ｍｍ）の距離で見た場合におけるヒトの視覚的検出の限界は、１００
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％調節（白黒のラインを交互にする）の理想的な条件および良好な照明条件下において、
約２０画素／ミリメートル、つまり５００ｄｐｉである。インクジェットプリンタは、約
７２０ｄｐｉ（２８．２ｄｐｍｍ）の一般的な解像度を有し、１４４０ｄｐｉ（５６．７
ｄｐｍｍ）の解像度で単色ドットを形成する能力を持つ。（原色以外の色を形成するため
に数ドットが必要である）。改善された解像度は概して検出不可能なものであるため、約
３００ｄｐｉ（１１．８ｄｐｍｍ）の解像度４５４は、通常の状況下における望ましい解
像度の上限であると考えられる。例えば、雑誌は一般に３００ｄｐｉ（１１．８ｄｐｍｍ
）の写真解像度を必要とするが、１５０ｄｐｉ（５．９ｄｐｍｍ）でプリントされる。対
照的に、標準的な化粧の解像度は、手で慎重に塗布した場合、約５～２０ｄｐｉ（０．２
～０．８ｄｐｍｍ）である。５０～３００ｄｐｉ（２～１１．８ｄｐｍｍ）の範囲のター
ゲット解像度は、実際の皮膚特性および望ましい皮膚特性に応じて調整を行う上での利点
のみならず、既存の化粧品技術よりもはるかに良好な解像度、および自動塗布のさらなる
利点を提供する。ブラシ、チューブ、および指でメイクアップを行なうための先行技術は
、かなり粗い解像度を有する。例えば、極細ブラシは、約２０ｄｐｉ（０．８ｄｐｍｍ）
の近似的な解像度を有する。
【００４０】
　（複数のフレキセルのそれぞれの、少なくとも１つの光学的属性を測定する）
　（スキャン）
　図１に示すように、一実施形態において、スキャナ２２０を備える塗布デバイスは、ス
キャナ２２０が、複数のフレキセルのそれぞれの１つの光学的属性（反射率等）に関する
データを電子的に記録できるように、皮膚のエリア３０２全体を動かされる。例えば、皮
膚のエリア３０２は顔であり得る。
【００４１】
　スキャンでは、有用なデータを得るために、様々な周波数において画像を取得すること
ができる。例えば、改善する皮膚の特定の特性を決定することを支援するために、特定の
色（例えば赤色）において、反射率に関するデータを得ることができる。スキャンは、複
数の光源からの反射角度に基づいて、表面トポロジ等、皮膚のその他の特性を決定するた
めのデータも提供し得る。
【００４２】
　一実施形態において、二次元アレイがスキャンに使用される。その他の実施形態におい
ては、ラインアレイが使用され得る。
【００４３】
　（警告音）
　一実施形態において、十分なスキャンがいつ達成されたかを示すために、音、光、また
は振動等、１つ以上の警告手段が使用され得る。警告手段は、ＲＭＡを塗布している間の
進捗、完了度、およびエラー状態を表すインジケータとして使用される、ホワイトノイズ
への音量およびトーン変調を含むサウンドインジケータを備え得る。
【００４４】
　音量およびトーンを変調させたホワイトノイズ状（ｗｈｉｔｅ－ｎｏｉｓｅ－ｌｉｋｅ
）信号の例としては、電気剃刀による髭剃りを含み、この場合、髭が刈り取られると、髭
剃りの完了、完了する必要があるエリア、および最適な適用方向を示し案内するために音
が変わる。
【００４５】
　別の例として、木材を鋸で切る際に、大工が切断速度を案内し問題を示すために音を使
用する場合が挙げられる。ホワイトノイズ状指示信号の例は、その他にも多く見られる。
【００４６】
　音声、トーン等を含む、その他の可聴インジケータが可能である。ホワイトノイズイン
ジケータは本来同時に偏在する（ｕｂｉｑｕｉｔｏｕｓ）ため、場合によっては最も直観
的である。振動等の触覚フィードバックも、音の一部として含まれ得る。
【００４７】
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　（センサ）
一実施形態において、スキャナ２２０は、筐体内に既知の構成で配置されたセンサと４つ
のＬＥＤ光源とを備える。ＬＥＤ光源は一般に、各光源について少なくとも１つの光学的
特性の感知を可能にする方法で、それぞれオン／オフされる。一例において、１秒あたり
１２０、つまり各光から３０のキャプチャが行われ、皮膚に関する大量のデータを迅速に
提供する。次いで、当該データが使用され、様々な波長における反射率特性と皮膚の表面
形状との両方を決定し得る。一実施形態において、キャプチャ画像は、有効性のために平
均化され得る。
【００４８】
　一実施形態において、センサは、センサの相対位置を決定するために有用なシェーディ
ングパターンをＬＥＤ上に備える。
【００４９】
　一実施形態において、ベイヤーアレイ（Ｂａｙｅｒ　ａｒｒａｙ）を持つモノクロセン
サが用いられ得る。ＬＥＤとセンサのその他の配置を使用してもよい。
【００５０】
　（スキャンされたデータを解析する）
　スキャンされたデータは、
・皮膚からの反射率
・センサに対する皮膚の位置および皮膚の特徴
に関する情報を含む。
【００５１】
　一実施形態において、塗布アルゴリズム２３０は、格納データを空間周波数帯域に入れ
、皮膚のエリア３０２のランドスケープおよびＲＭＡ２６４の塗布が必要な寸法を決定す
るために、パターン認識を使用してそれらを解析する。これらの寸法を決定するために使
用されるプロセスについて、以下で詳細に説明する。
【００５２】
　塗布アルゴリズム２３０は、その解析を使用してソフトウェアにおいて皮膚のエリア３
０２の塗布マップ２３２を作成し、当該マップは将来起こり得る使用のためにストレージ
２５０に格納される。
【００５３】
　（光学的属性）
　反射率は、皮膚の反射を測定したものであり、その照度とは無関係である。照度は、ど
の程度の量の光が皮膚に到達するかを測定したものである。光読み出し（ｌｉｇｈｔ　ｒ
ｅａｄｉｎｇ）は、表面トポロジ読み出しとは無関係である。
【００５４】
　一実施形態において、スキャンされたデータから、特定の光学的属性（各フレキセルの
反射率の量等）が直接決定され得る。別の実施形態において、スキャンされたデータは、
解析用の少なくとも１つの空間周波数帯域に変換される。さらに別の実施形態において、
スキャンされたデータは、赤色、緑色、および青色（ＲＧＢ）帯域等、複数の空間周波数
帯域に変換され得る。
【００５５】
　図１６Ａ～Ｅは、アルベド３４８および照度３５２の属性を決定するためにデータを単
一の空間周波数帯域に入れた後の、図１４に示す２Ｄの顔２３２のパターンを表す。
【００５６】
　（アルベド）
　アルベドは、オブジェクトの表面からの、入射光の反射率のパーセンテージである。電
子スキャンの場合、アルベドは皮膚のスキャンされたエリアのＲＢＧ値である。本特許出
願書類において、「実際のアルベド（ａｃｔｕａｌ　ａｌｂｅｄｏ）」という用語は補正
前に観測されたアルベドを意味し、「目標アルベド（ａｉｍ　ａｌｂｅｄｏ）」という用
語は、皮膚のエリアの外観を改善するための、当該皮膚のエリアの所望の反射率をいう。
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一例において、目標アルベドは、全体的な平滑化、特異的な特徴改善、および芸術的戦略
を含む１つ以上の補正戦略から決定される。
【００５７】
　図１６中の最上部の帯域は、図１４の２Ｄ表面マップ２３２中のラインＡ－Ａ’に沿っ
た実際の「アルベド」を表す。実際のアルベドグラフにおける上昇は、淡斑４０８を同定
する。同グラフにおける深い下降は、傷等の不均一性４１２を同定する。また、不規則な
セクションは、雀斑４１０を識別するものである。
【００５８】
　（照度）
　照度は、オブジェクトの表面の単位面積に達する入射光であり、表面に対する入射光の
角度の関数である。
【００５９】
　図１４に示す２Ｄ表面マップ２３２の実際の照度またはシェーディング３５２も、空間
周波数帯域によってグラフ化し、図１６に示される。
【００６０】
　（反射率および照度のデータならびに計算）
　一例において、皮膚の領域をスキャンすることで得られたフレキセルデータは、以下の
ように表され得る。
［（ｘｓ，ｙｓ，ｚｓ，αＳ，βＳ，γｓ），
（Ｘｆ，ｙｆ，Ｚｆ，αｆ，βｆ，γｆ），
｛（ｒｅｆｌ）Ａ，（ｒｅｆｌ）Ｎ，（ｒｅｆｌ）Ｓ，（ｒｅｆｌ）Ｅ，（ｒｅｆｌ）Ｗ

｝］ｉ

項｛（ｒｅｆｌ）Ａ，（ｒｅｆｌ）Ｎ，（ｒｅｆｌ）Ｓ，（ｒｅｆｌ）Ｅ，（ｒｅｆｌ）

Ｗ｝は、周囲照明条件下のものと、４つの光源（ＬＥＤ等）のそれぞれについてのフレキ
セルｉを表す反射データを表し、考察を容易にするため、４つの光源は適宜、北（Ｎ）－
南（Ｓ）－東（Ｅ）－西（Ｗ）と表される。３つの光源等、その他の数の光源を使用する
こともできるが、４つの光源であると計算が簡易化される。上記（ｒｅｆｌ）は、反射率
測定のための１つ以上のデータポイントを表す。波長の反射率測定は、当該波長の定数、
照度、およびアルベドの積である。
反射率＝ｋ＊照度＊アルベド
例えば、
反射率（赤色）＝ｋ（赤色）＊照度（赤色）＊アルベド（赤色）
定数は、レンズの速度、カメラまたはセンサの感度、カラーフィルタの伝送特性、アナロ
グ増幅器のゲイン、ソフトウェアによって適用されるデジタルゲイン、およびその他の要
因を含むいくつかの要因によって決まる。通常、カメラの補正定数または較正がこれらの
効果を補正する際に、定数ｋが測定され補正される。当該定数の値は、一般に較正中に決
定され得、このときＬＥＤからの照射は一定であると仮定され、当該仮定に基づいてアル
ベドが計算される。
【００６１】
　反射率は絶対値でなく、カメラで写したものを測定したものである。センサは一般に、
増幅器、デジタル変換器、またはレンズ筐体を持たないカメラである。一実施形態におい
て、センサは、レンズおよび関連する電子機器を持つソリッドステートＭＯＳセンサであ
る。
【００６２】
　フレキセルデータは、処理されて、各光源の反射率および照度を決定し得、当該情報は
、反射率および表面形状を決定するために使用され得る。
【００６３】
　一例において、反射率はすべての測定結果の平均値（ａｖｅｒａｇｅまたはｍｅａｎ）
である。照度は、ＬＥＤ等の光源の、既知の輝度から決定され得る。照度は、既知の光に
、法線に対する入射光の角度の余弦を乗じたものである。
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【００６４】
　反射率データを得ることに関する１つの問題は、いくつかの角度においてグレア（ｇｌ
ａｒｅ）が存在する場合があり、正確な読み出しが得られないことである。一例において
、グレアまたは光沢度は、ＬＥＤの交差分極を提供するための偏光材料を使用することに
よって解消され得る。その他の例において、センサは、グレアを解消するために、６０度
等の比較的大きい角度に意図的に位置付けられ得る。
【００６５】
　（位置を決定する）
　（センサまたは座標系に対するフレキセル位置）
　項（ｘｆ，ｙｆ，ｚｆ，αｆ，βｆ，γｆ）は、センサからフレキセルｉまでの距離を
表し得、基準座標系に対するフレキセルの絶対位置および配向であり得る。一例において
、フレキセルからスキャナまでの距離の決定は、２ステップで行われることができる。第
一のステップは、皮膚からのセンサの一定高さ等、ほぼ機械ベースの測定であり得る。第
二のステップは、微調整を提供するための、光学的な一次導関数測定であり得る。一例に
おいて、微調整は表面からの角度を測定することによって計算される。別の例において、
微調整は、２つの光源を使用して、センサによる検出のために２つの基準点または格子を
送出することによって行われ得る。
【００６６】
　（機械的な概算）
　一実施形態において、センサは、ヘルメットまたは固定ブースに、センサ位置が当該ヘ
ルメットまたはブースと相対的に決定され得る方式で付着され得る。
【００６７】
　図２６に示される別の実施形態において、センサ２７８はカップ２８０を装備し得、そ
れによりセンサ２７８は皮膚からの平均高さを維持する。
【００６８】
　別の実施形態において、センサは、その位置を推定するために、既知の位置から開始し
てその動きを追跡し得る。センサは、プローブの絶えず変化する面に対する表面特徴の形
状を決定するために、プローブ自体に対する角度を測定し得る。
【００６９】
　空間的基準を提供するために、ジンバルが使用され得る。追跡は、空間における手また
はハンドヘルドスキャナの位置を追うために使用され得る。ジンバル配置は、ステレオマ
ッピング、または、農薬の空中散布用等の衛星に対するＧＰＳマッピングに類似する方式
で、定期的なフィードバックを提供し得る。
【００７０】
　（光学的微調整）
　より微細な位置合わせのために、光学的手段が使用され得る。例えば、皮膚のｚ成分の
一次導関数は、プローブからの多重光およびシェーディングによって、シェーディングか
ら得られ得る。一次導関数は、表面の角度を測定したものを提供し得る。
【００７１】
　一例において、３つの光源が異なるパターンを送出する。色およびシェーディングは、
ＬＥＤからシェーディングレリーフマップが得られるように表面レリーフを決定するため
のデータを提供する。
【００７２】
　（フレキセル配向）
　２本の直交軸に対するフレキセルの傾斜を決定することにより、フレキセルの配向を決
定し得る。フレキセルおよびその隣接物の配向は、皮膚の実際の局所的な表面テクスチャ
を示す。本発明の一態様は、局所的な反射特性および局所的な表面テクスチャの両方を測
定し補償するための能力である。
【００７３】
　この例では、北、南、東、および西と表される４つの光源がある。センサは、各光源が
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オンになり、その他の光源がオフである際に、データを得る。センサは、４つの光源のう
ちいずれもオンになっていない際に、周囲照明のデータを得ることもできる。
【００７４】
　フレキセルの傾斜は、北測定結果と南測定結果とを比較することによって決定され得る
。これらの測定結果の間における差異は、東－西軸に沿ったフレキセルの傾斜に関連する
。東測定結果と西測定結果との間の差異は、北－南軸に沿ったフレキセルの傾斜に関連す
る。
【００７５】
　概して、データを線形空間に変換することによってガンマ補正を行うことが必要である
。ガンマ補正は、２つの一般的なガンマカメラによって出力されたデータの平方根を取る
ことによって近似される。
【００７６】
　（光源）
　図４０Ａ～Ｂは、本発明の一実施形態で使用され得る光源の構成を示す。この実施形態
においては、一組の４つの光源－ＬＥＤＮ、ＬＥＤＳ、ＬＥＤＥ、およびＬＥＤＷ－が使
用される。これらの光源は、菱形構成で置かれ、この場合センサはＬＥＤレイアウトの中
心に位置付けられる。この構成は、表面形状を計算するための数学的解析を簡易化する。
【００７７】
　（平均照度）
　一実施形態において、平均照度の概念を用いることが有用である。平均照度は、特定の
表面に達する光の平均角度および拡散である。これは、一般にどのようにして表面の不規
則性がシェーディングされるかを定義する。例えば、全身の平均照度は頭上からのもので
あり、頭の一般的な配向は垂直であるため、頬の瘤では一般に底部にシェーディングが付
けられる。海辺にいる子供の場合、平均（ａｖｅｒａｇｅまたはｍｅａｎ）照度を与える
ために太陽の角度と身体の角度の両方を統合すると、平均的な光は終日にわたって「頭」
上からであるため、一般に瘤の底部は日焼けしにくい。時折、光は平均値から反転される
。例としては、下から顔に光を当てることが挙げられる。しかしながら、これは多くの場
合奇妙さを与え、時に不吉に見えるが、規則を証明する例外である。平均照度の欠陥を補
正することにより、平均して最良の補正が実行される。
【００７８】
　平均照度は、重力に対する平均光方向と重力に対する皮膚の特定のフレキセルの平均配
向との相互作用である。皮膚の角度を得るための１つの方法は、鏡を含み得る構成におい
て、複数の拡散性のまたは直交する光源を使用することである。光はストロボが光るよう
に繰り返しフラッシュされるため、小エリアについて何百もの画像を撮ることができ、そ
のデータを平均化することができる。「上」に対する皮膚の角度から、平均照度および「
上」に対する皮膚の角度に基づいて、どの程度の量の光が皮膚に達するかを計算すること
ができる。
【００７９】
　すべての光源を同時にオンにすることによって、または、個々の光源により作られた画
像を追加することによって、平均照度に対する妥当な近似を行うことができる。一例にお
いて、光およびプローブが皮膚に対して垂直であることから、平均照度は拡散的である。
【００８０】
　この技術の改良が、皮膚に対する光沢効果を補償するであろう。例えば、４つの光源を
持ついくつかの画像を使用して、当該光源からの画像の平均を取ることができる。例えば
、平均は中央値であってよい。中央値の１つの利点は、正反射が少数の光源によって捕捉
された場合、中央値によってフィルタリングされ得ることである。中央値は、少数の光源
画像から観測されたフィルタのシェーディングであってもよい。人体は複雑な表面を表す
、すなわち照射すれば鼻が光り得ることから、これは重要である。
【００８１】
　拡散性の光を作成するための一手法は、多くの光源から多くの角度で光を導入すること
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である。拡散性の光を作成するための別の手法は、それをスキャナ筐体から反射させるこ
とである。別の選択肢は、光を偏光させることである。
【００８２】
　（フレキセルデータ表現の例）
　フレキセルを表すデータ表現の例を以下に示す。
［（ｘｓ，ｙｓ，ｚｓ，αｓ，βｓ，γｓ）］，
（ｘｆ，ｙｆ，ｚｆ，αｆ，βｆ，γｆ），
｛（ｒｅｆｌ）Ａ，（ｒｅｆｌ）Ｎ，（ｒｅｆｌ）Ｓ，（ｒｅｆｌ）Ｅ，（ｒｅｆｌ）Ｗ

｝］
　この例において、（ｘｓ，ｙｓ，ｚｓ，αｓ，βｓ，γｓ）および（ｘｆ，ｙｆ，ｚｆ

，αｆ，βｆ，γｆ）は、スキャナセンサおよびフレキセルの、座標系に対する位置およ
び角度配向を表す。
【００８３】
　（圧縮）
　いくつかの実施形態において、データ処理の効率は、ＪＰＥＧ等の様々な圧縮方法によ
って改善され得る。
【００８４】
　（皮膚上におけるフレキセル位置）
　（特徴マッピングによるもの）
　皮膚のエリア３０２におけるプローブの位置を追跡するため、および、特定の特徴に適
切な改善を決定するために、コンピュータゲーム等の分野の当業者には既知である、特徴
認識のためのコンピュータマッピングが使用され得る。
【００８５】
　例えば、そのようなコンピュータマッピングは、頬骨、鼻、および耳等の特徴の識別を
可能にするため、プローブは、場合によっては皮膚のエリア上の複数パス内にある、特定
のフレキセルに対してその位置を配向することができる。
【００８６】
　さらに、頬骨等の特徴の識別は、適切な改善の決定を可能にする。例えば、顔面に色を
追加するために、赤色の反射変性剤を頬骨の中心に塗布してよい。頬骨をより高く突出し
ているように見せるために、濃い反射変性剤を頬骨の下に塗布してよい。
【００８７】
　（骨格モデル）
　一実施形態において、骨格関節が基準点となるように、骨格モデルの周囲にマップが構
築される。この例において、関節が位置付けられ、棒線画が構成され、当該棒線画の周囲
に３Ｄメッシュが構築される。マップは、コンピュータ環境のメモリ内にあるヒトの骨格
構造を表す所定のモデルと相対的である。
【００８８】
　（マネキンモデル）
　一実施形態において、マップは、人体の所定のモデルに対して相対的である。
【００８９】
　（動的モデル）
　一実施形態において、マップは、骨格モデルまたはマネキンモデル等、所定のモデルを
覆う皮膚の動きに対して相対的である。
【００９０】
　（化学マーカーによるもの）
　その他の実施形態において、化学マーカーは、マップの作成を支援するためにスキャン
中に皮膚のエリアに塗布され、皮膚のエリア３０２を持つマップのその後の追跡を可能に
することができる。例えば、紫外光の下では可視であるが従来の照明下では不可視である
ドット等の紫外線マーカーが使用され得る。
【００９１】
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　（単一パスまたは複数パス）
　様々な実施形態において、スキャンおよび補正は単一または複数パスにおいて達成され
得る。例えば、第一のパスは被験者を知るために実行され得、第二以降のパスはさらなる
データを入手するために実行され得る。複数パスは、異なる角度で皮膚を観測することに
よって体毛の効果を補償するための機会を提供する。
【００９２】
　（単一パス）
　本発明の一実施形態において、スキャナおよびインクジェットプリンタを備える塗布デ
バイスは、皮膚のエリア上に単一パスを作る。当該デバイスは皮膚をスキャンし、魅力的
でない特性を識別し、皮膚をより魅力的にする改善を計算し、それらの改善を実現するた
め、皮膚にＲＭＡを迅速に塗布する。
【００９３】
　（複数パス）
　さらなる実施形態において、望ましい改善のためのスキャンおよびＲＭＡ塗布を改善す
る度に、塗布デバイスは皮膚上に複数パスを作る。
【００９４】
　（追跡プロセスの例）
　追跡プロセスの一例において、まず大まかな位置が決定され、続いてより正確な位置が
確立される。第一のアプローチにおいて、位置の大まかな推定は、移動した距離および方
向を算定するための、プローブに近接するジンバルの使用によって、開始点から維持され
得る。別のアプローチにおいて、大まかな位置は、機械的プローブまたは計測器から決定
され得る。別のアプローチにおいて、大まかな位置は、シェーディングデータの一次導関
数を使用することにより、数学的に推定され得る。
【００９５】
　大まかな位置が分かると、シェーディングデータからのフレキセル配向の解析から、よ
り正確な位置を決定することができる。これは、まず近似位置を知り、次いでより正確な
位置を提供する地形を探索することによる、パイロットの位置決定に類似している。
【００９６】
　（長期にわたる追跡）
　マップの生成による１つの利点は、初回の画像と第二回の画像とを比較することにより
、反射率または表面形状における変化が決定され得ることである。これらの変化は、ある
人物の健康における変化を表す場合もあるし、ＲＭＡの「タッチアップ」が必要なエリア
を表す場合もある。
【００９７】
　（フレキセルの光学的属性から、視覚的魅力に影響を及ぼす少なくとも１つの測定され
た皮膚特性を決定する）
　パターン認識は、スキャンされた皮膚のエリア３０２の特徴を識別するために使用され
得る。
【００９８】
　（特徴識別）
　（反射率とトポロジ）
　特徴識別は、スキャンされたデータ内で決定されたパターンに基づくものであり得、皮
膚のエリアの反射パターンおよび表面トポロジの両方と関係があり得る。このデータの数
学的パターン解析により、改善技術から利益を得ることができる特定の魅力的でない特徴
を識別することが可能になる。以下で説明するように、そのような特徴は一般に、より若
い皮膚のより規則的で左右対称の遺伝的パターンと比較して、不規則または非対称の、加
齢によるパターンまたは損傷によるパターンによって特徴付けることができる。
【００９９】
　（目の奥行き知覚）
　短い距離では、ヒトの目は立体知覚によって奥行きを知覚する。しかしながら、数フィ
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ートである一般的なヒトの相互作用の範囲において、目はヒトの皮膚の反射率に基づいて
当該皮膚の奥行きを知覚する。皮膚の隣接するエリア間におけるシェーディングの差異は
、皮膚の表面からの高度または深度を表す表面テクスチャとして知覚される。その知覚の
例として、図４５は、Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ（登録商標）で作成されたテキスト文字「ＲＩ
ＣＫ」を示している。平面文字の原画像から、当該ソフトウェアによって疑似陰影を作成
したものである。ヒトの目は、光源が左上に位置し、テキストが隆起した形状であるため
にシェーディングが作成されていると想定することによって、反射率における差異を解釈
する。
【０１００】
　この反射率の差異からの奥行きの知覚は、ヒトの美しさの知覚においても重要である。
目は、皮膚のシェーディングの差異を表面テクスチャであると解釈する。そのテクスチャ
の知覚は、皮膚の反射率を変更することによって変化させることができる。例えば文字の
例において、隆起した文字の知覚は、文字の周囲のシェーディングを削減することによっ
て劇的に変化し得る。
【０１０１】
　目は、皮膚の色を知覚し、当該色情報を奥行きの知覚に転換する。本発明の一態様は、
この奥行きの知覚を変化させるために、皮膚の一部の反射率を選択的に変更することであ
る。この変更は、皮膚上の瘤等の比較的小さいエリアにおいて行われ得、該変更は、目ま
たは頬の周囲のエリアを意図的に黒くすること等、従来の化粧品等によって、より大きい
エリアで行われてもよい。
【０１０２】
　（魅力的でない特徴の例）
　スキャンされたデータから識別され得る、皮膚における魅力的でない特徴のいくつかの
例は、以下の通りである。
・ニキビ
・老斑／日焼けによる損傷
・痣
・瘤
・セルライト
・淡斑
・圧痕
・傷
・損傷した雀斑
・シワ
　識別され得るその他の魅力的でない特徴は、時間と共に薄くなったボディペイントおよ
び刺青等、皮膚に追加された、または、たるみもしくはシワ等、皮膚自体のパターンを変
更することによって変形された、人工的なパターンと関係がある。これらの特徴は識別さ
れ、その後、それらの外観をリフレッシュするまたは改善するためのＲＭＡの塗布によっ
てリフレッシュされることができる。
【０１０３】
　（魅力的でない特徴を識別するための技術）
　（単一スペクトル帯域内の加齢による雀斑のパターン）
　例えば、自然な雀斑は、直径約２ｍｍで鋭角的であり、図２２Ｂに示されるパターン４
４２を有する。例えば日焼けによる損傷によって引き起こされる、加齢による雀斑は、図
２２Ａに示すパターン４４６を有する。
【０１０４】
　上記のように、例えば日焼けによる損傷からの、年配者の加齢によるランダムな雀斑４
４０は、図２２に示すように、単一スペクトル帯域内のその特徴的パターンによって識別
され得る。ランダムな雀斑４４０のスキャンされたデータは、スペクトル帯域に入れると
、粗く不規則なパターンを示す。
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【０１０５】
　（複数のスペクトル帯域内のパターン）
　スキャンされた画像をＲＧＢ帯域等の複数のスペクトル帯域に分けることにより、魅力
的でない特徴のパターンをより一層明瞭に識別することができる。例えば、図２５は、若
い皮膚のエリアに関する、ＲＧＢ帯域内の魅力的でない特徴のパターンの汎用グラフであ
り、経験的に観測された以下の一般的パターンを示す。
・傷４６０
・日焼けによる損傷でできた雀斑４６８
・静脈瘤４７６
・新しい青痣４８４
・古い黄色い痣４９２
　これらの魅力的でない特徴のそれぞれを表すＲＧＢパターンのセットは、極めて明確な
ものであるため、特徴認識によって検出可能である。例えば、傷４６０は、その他の特徴
と異なり、３つの帯域４６２、４６４、および４６６の中で最も高い周波数範囲における
パターンを示す。雀斑４６８は、静脈瘤４８２、青痣４９０、および黄色い痣４９８の青
色帯域パターンよりも、青色帯域４７４内の低周波により深く落下する。青痣４８４は、
黄色い痣の赤色パターン４９４および緑色パターン４９６よりも、赤色パターン４８６お
よび緑色パターン４８８内でより大きく落下する。黄色い痣の青色パターン４９８は、青
痣の青色パターン４９０よりも深く落下する。
【０１０６】
　（マッピングによる高度な特徴識別）
　特徴識別に基づくマッピングは、反射率および表面トポロジに基づいて、マッピングに
対する改善のための大幅に増大された性能を追加することができる。
・皮膚表面全体上にレジスタを維持する。
・平均照度を使用して３Ｄから淡／濃へ転換し、美的増強にプラスまたはマイナスとなる
ようなプリントについての淡／濃属性を含む。
【０１０７】
　例えば、特徴識別は、頬骨、鼻、顎、唇、および目等の大きい特徴を識別するために使
用され得る。これは、以下のような外観を作成するための、理想的な特徴のライブラリに
基づいた改善を可能にする。
・よりピンク色の頬
　白色の上に赤色というのは魅力的でないが、例えばピンク色の頬のように、大きな白色
のエリア上に赤色のランダムパターンであれば、魅力的となり得ることに留意されたい。
・赤みの少ない鼻
・より高くなった頬骨
・より赤い唇
・瞼へのアイシャドウ効果
・アイライナー
・よりシャープな顎のライン
・より濃い眉
・曲線的な眉
・より深い笑窪
・より盛り上がった胸
　（特殊な状態を補償する手段）
　（体毛を補償する）
　一実施形態において、体毛の存在は、当該毛を様々な方向に配向するよう試みながら複
数パス内の画像を撮ることによって補償され得る。配向は、スキャナと関連付けられた櫛
型デバイスによって達成され得る。その他の実施形態において、皮膚に対して毛を立たせ
るために、静電荷が使用され得る。
【０１０８】
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　（皮膚特性の望ましい状態を決定する）
　（魅力の原理）
　本発明は、魅力の一般的原理５００を用いるものであり、当該原理の例を図１１に示す
。これらの原理は、多くの人々が魅力的であると感じ、したがって人間の挙動における傾
向を表す、属性の観測に基づくものである。
・観測５０２－若く見える皮膚は、老けて見える皮膚よりも魅力的である。
魅力の１つの属性は、性的魅力である。
・観測５０４－若く見える皮膚は、均一性を有する。若く見える皮膚は遺伝暗号に近いた
め、若く見える皮膚は老けて見える皮膚の属性よりも均一で反復可能な属性を有する。こ
の点は、ヒトの特徴における対称性は、非対称性よりもヒトの目により魅力的となる傾向
がある、という一般的原理と一致している。例えば、日焼けが魅力的なのは、皮膚を黒く
するからでなく、空間周波数を安定させ、皮膚をより均一にするからである。
・観測５０６－若く見える皮膚は、多様な均一パターンを有する。皮膚の外観における何
らかの多様性、例えば、若く見える皮膚における遺伝的に見える雀斑は、魅力的になり得
る。若く見える皮膚における多様性は、老けて見える皮膚における多様性よりも空間周波
数のパターンが規則的である。例えば、遺伝的な雀斑は、加齢、日焼けによる損傷等によ
って引き起こされるよりランダムなマークよりも、空間周波数のパターンが規則的である
。
・観測５０８－若く見える皮膚は、老けて見える皮膚のものよりも短い波長の光周波数を
持つ特徴を有する。
・観測５１０－老けて見える皮膚は、ランダム変動を有する。
・観測５１２－老けて見える皮膚は、より長い波長を持つ特徴を有する。
老けて見える皮膚は、老斑、シワ、および傷等のランダム効果を表す、より長い波長を持
つ特徴を有する傾向がある。
・観測５１４－上方からの光は、魅力を改善するために最も有用である。上方からの光と
して定義される平均的な照明は、目がそれに慣れていることから、ヒトの皮膚における魅
力を改善するために最も有用である。
・観測５１６－図１２に示すように、上方から光を当てると、表面テクスチャの変動４０
０を持つエリアは、上により淡い部分４０４を、下により濃い部分４０６を有する。主要
な光源４０２が上方からのものである場合、瘤、傷、またはシワ等の表面テクスチャの変
動４００を持つエリアは、上により淡い部分４０４を、下により濃い部分４０６を有する
。このように、表面テクスチャの変動４００を持つエリアは、このパターンによって識別
され得る。
【０１０９】
　（改善の一般的技術）
　本発明は、魅力の原理に基づいて、美または魅力に関するヒトの知覚におけるいくつか
の要因に対処するものである。
【０１１０】
　（平滑性）
　一実施形態において、皮膚の反射率は、通常平均的な光によって照射された際に皮膚の
シェーディングを補償するように変性される。これは、皮膚の粗さの知覚を和らげるまた
は解消する。当該効果は、日焼けにおいて実現されるものと同様である。
【０１１１】
　（特徴の均一性）
　一実施形態において、特徴をより均一に見せるために、皮膚のエリアの一部に染料が意
図的に追加される。例えば、雀斑は、不規則に見える年配の雀斑ではなく均一な若々しい
雀斑の外観を有するよう、より鋭角的でより均一に見えるようにできる。
【０１１２】
　（対称性）
　左右対称でない特徴を強調しないために、全体的に黒くする戦略が使用され得る。
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【０１１３】
　（周囲環境による有効性）
　強調のためのもう１つの一般的原理は、皮膚のいくつかの特性、特に色に関するものが
、周囲の要素による効果を考えて設計されている場合に、より魅力的と見なされるという
ことである。例えば、日中よりも夜、または、青色のドレスよりも赤色のドレスに調和す
るためには、異なる色およびシェーディングがより望ましい場合がある。
【０１１４】
　（環境特有のメイクアップ）
　望ましい効果を作成する場合に周辺環境を配慮することは、例えば、以下のものについ
ての異なる改善につながる。
・夜対昼
・衣類および宝飾品類の色およびスタイル
・海辺、森林、または職場のような環境
・ユーザの目の色
　（皮膚特性の望ましい状態を決定する手段）
　補正のためのアプローチは、純粋数学的技術および人工知能技術を含む。対照的に、芸
術的なアプローチはより直観的であり、定量的ではない。
・数学的
・人工知能
・芸術的
　（数学的手段）
　数学的技術は、中間周波数の一部を除去するため、および、非対称の低周波の一部を除
去するためのフィルタリングを含む。純粋数学的技術のもう１つの例は、皮膚をより均一
に見せるため、画像と逆にプリントすることである。この処置は、空間周波数によって変
動することができ、一般に、中間周波数において均一性を有することが好ましい。低周波
補正は、皮膚のより大きいエリアの補正では、よりＡＩまたは芸術ベースであってよい。
【０１１５】
　一実施形態において、望ましい波長範囲でローパスフィルタが実行され得る。一例にお
いて、中間周波数の一部を除去するために、１／２～１インチの波長がフィルタリングさ
れる。図２８に示すように、より弱い中間周波数３９０は、明るい点と暗い点との間にお
いて、より強い中間周波数３９２ほど顕著でない揺動を示す。一実施形態において、画像
を平滑化するために、弱い中間周波数成分は除去される。
【０１１６】
　（ローパスフィルタの微分を実行する）
　フレキセルの色値がその隣接物の平均色値で置換されている場合等、一実施形態におい
て、ローパスフィルタが実行され得る。
【０１１７】
　（人工知能手段）
　人工知能技術は、特定の皮膚の特徴を検出し、補正戦略を選択するための、エキスパー
トシステムを含む。一実施形態において、皮膚の特徴は、特徴の位置を識別するためのレ
ジストリまたはマップと相関している。レジストリは、薄くなった、または変形したボデ
ィペインティングおよび刺青を改善することを可能にする。
【０１１８】
　（特徴ライブラリ）
　ＡＩ技術の別の態様は、特徴識別のための、および、実際の特徴を理想的な特徴と比較
するための、特徴ライブラリの使用である。
【０１１９】
　（芸術的手段）
　（コンピュータ制御）
　一実施形態において、人間の観測者は、美的改善を達成するために、コンピュータ画面
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、キーボード、およびマウス等、スキャンされたエリアの知覚された深度においてさらな
る変調を行うための手段を任意で使用することができる。メイクアップアーティストまた
は顧客は、塗布前に改善を試みるための制御を介して、コンピュータ画面と相互作用する
ことができる。
【０１２０】
　瘤の頂面から鼻の左までを黒くするように等の一般的な命令を提供するための、または
、静脈瘤を軽くするための「化粧品マークアップ言語（ｃｏｓｍｅｔｉｃ　ｍａｒｋｕｐ
　ｌａｎｇｕａｇｅ）」を使用してもよい。化粧品マークアップ言語は、補正プロセスを
簡易化する。
【０１２１】
　（従来の化粧品によるタッチアップ）
　一実施形態において、皮膚の領域をタッチアップするために、従来の化粧品が使用され
る。調整のほとんどは自動的に適用されるため、必要とされる化粧品の量は大幅に削減さ
れる。
【０１２２】
　（望ましい改善の例）
・より滑らかな皮膚
・より鮮明な雀斑
・日焼け
　（高度な特徴マッピングによる望ましい改善）
・ビューティマーク
より黒く見えるホクロおよびより深く見える笑窪等
・金色の腕毛女性は、黒い皮膚と金色の腕毛を望んでいるかもしれない。一実施形態にお
いて、望ましい効果を作成するため、毛にＲＭＡが塗布され得る。別の実施形態において
、望ましい効果を作成するため、毛の周囲の皮膚にＲＭＡが塗布され得る。
・より目立つ特徴
胸、頬骨、目、膝、および唇等、いくつかの特徴の下に、高度感によってそれらを強調す
るために黒化を使用することもできる。
【０１２３】
　（望ましい改善を作成するための技術）
　（より滑らかな皮膚）
　より強く望ましい特徴を除去することなく平滑化を達成するために、スキャンされたデ
ータを空間周波数帯域に分割してよい。２ｍｍ～１２ｍｍの空間周波数において、例えば
１０％のピークツーピーク反射を下回る弱い波は減衰され得るが、より強い波は留保され
得る。１／２～２ｍｍの範囲では、より高い閾値で減衰が行われることができ、１／２ｍ
ｍを下回る空間周波数の波は留保され得る。１２～２５ｍｍの範囲では、限られた制御下
で同閾値が適用され得る。
【０１２４】
　この方法は、皮膚に魅力的な多様性を残したまま、皮膚を全体的に平滑化するものであ
る。このアプローチは、すべての周波数を平らにする日焼けよりも優れている。
【０１２５】
　（より鮮明な雀斑）
　雀斑は、自然な均一性を示す低周波を残すことにより、改善または鮮明化されることが
できる。魅力的でない不規則性を示す高周波を取り消すために、染料が塗布され得る。
【０１２６】
　図２２に示し上記で説明したように、若い皮膚の自然な雀斑４４２を表すパターンは、
はるかに規則的で左右対称のパターンを有し、それによって自然な雀斑４４２を、加齢に
よる雀斑４４０のパターンよりも鮮明に見せる。この自然なパターン４４２は、ランダム
な雀斑４４０のパターンと比較するための目標パターン４４８として使用され得る。ラン
ダムな雀斑４４０のパターンと目標パターン４４８との間の差異は、望ましい特性として
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使用され得る。また図１に示すように、この改善を達成するためにプリント可能な改善画
像２３４が作成され得る。
【０１２７】
　皮膚の一般的なスキャンから若々しい雀斑のパターンを導くための方法は、以下の通り
である。まず、皮膚画像の空間帯域幅を、例えば、１ｍｍで１サイクルと４ｍｍで１サイ
クルとの間の帯域に限定する。次に、この帯域制限された画像が、一定の「雀斑」濃色、
または、一般にエリアの８０％以上に雀斑がないという設定の、「雀斑のない」淡色のい
ずれかになるように、閾値を設定する。このパターンは、鋭角的で鮮明な縁を持つ若々し
い雀斑に見える傾向があるが、さらに老斑またはその他の皮膚の不完全な部分をフォロー
するものであり、不完全な部分を黒くするために皮膚表面全体を黒くすることなく、これ
らの不完全な部分を若い雀斑としてカムフラージュすることが可能である。
【０１２８】
　一例において、改善された雀斑が作成される。例えば、年配女性において、スキャンの
解析によって濃すぎるエリアを発見することができ、補正技術でそれらのエリアを雀斑と
して残すこともできるが、図２２Ｃで概説するように、若く見える雀斑の外観の効果を実
現するために染料が塗布され得る。
【０１２９】
　雀斑は一般に、異なる色帯域におけるそれらの特性パターンの認識によって識別される
。
【０１３０】
　（複数のスペクトル帯域との連携）
　一実施形態において、ＲＧＢ帯域等の複数のスペクトル帯域内で識別されたパターンを
改善するために有効な技術が用いられ得る。例えば、上述のように、図２５は、すべて若
い皮膚にある、傷４６０、加齢による雀斑４６８、静脈瘤４７６、青痣４８４、黄色い痣
４９２について、ＲＧＢパターンを示す。以下の技術は、上述のように、平滑化するため
に皮膚全体が中間周波数で黒くされている場合に有効である。
【０１３１】
　（傷）
　傷４６０を改善するために、マゼンタおよびイエローであって、シアンを多く含まない
ＲＭＡが傷に塗布され得る。これにより、青白く見える傷４６０に赤色を追加する。
【０１３２】
　（静脈瘤）
　静脈瘤４７６を改善するために、静脈瘤４７６の周囲のエリアに、黒くするＲＭＡが少
量追加され得る。
【０１３３】
　（加齢による雀斑）
　加齢による雀斑４６８を改善するために、当該雀斑４６８のエリアに、黒くするＲＭＡ
が少量追加され得る。
【０１３４】
　（青痣）
　青痣を改善するために、全体的な黒化中に少量のシアンＲＭＡが追加され得る。
【０１３５】
　（黄色い痣）
　黄色い痣を改善するために、全体的な黒化中に少量のイエローＲＭＡが追加され得る。
【０１３６】
　（少なくとも１つの反射変性剤を塗布する）
　（反射変性剤（ＲＭＡ）の種類）
　本発明は、以下を含む様々な反射変性剤（ＲＭＡ）を利用する。
・アナリン
・食品着色料
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・ＵＶ
・透明な染料
・透明なインク
・顔料
・酸化剤
・日焼け剤
・漂白剤
・化学変化剤
例えば、染料は光を反射しないが、主として光を吸収することによって作用して、皮膚の
反射率を変更する。
【０１３７】
　一実施形態において、ＲＭＡは時間遅延を有し、そのため、それらの塗布は即効性を有
さないが、誘発剤によって後に発効する。例えば、ＲＭＡは、紫外線もしくはその他の光
の変調ビームまたはその他の形の光によって選択的に露光され、その後、表面に均一に塗
布された化学剤によって現像されることができる、１つ以上の感光性材料を含んでよい。
例えば、光ベースの材料の写真乳剤を使用してよく、その中でも銀ベースのハロゲン化合
物が良好な例である。
【０１３８】
　（複数パス）
　一実施形態において、ＲＭＡは、スキャンおよびプリントをほとんど同時に行い、皮膚
の上に複数パスを作ることによって皮膚に塗布され得る。いくつかの利点は、複数パス塗
布を使用することに起因する。当業者には公知であるように、複数パスによって画像をデ
ィザリングするまたはぼかすことが可能になるため、マイクロレジストレーションの問題
が削減され得る。例えば、複数パス塗布は、皮膚に対する毛の効果を取り除くのに有用で
ある。
【０１３９】
　また、ＲＭＡの複数パス塗布は、皮膚にＲＭＡを同化させる時間を与え、一部の種類の
皮膚はその他の皮膚よりもよく吸収するため、これは特に重要である。
【０１４０】
　複数パス塗布のためのプロセスは、ＲＭＡの部分塗布を行い、その後、当該部分塗布を
受けた皮膚のエリアを再度スキャンすることである。ＲＭＡのさらなる塗布を行ってよく
、美的目的に近づくために、またさらなる複数パススキャンおよび塗布が行われ得る。
【０１４１】
　（ドロップ制御塗布技術）
　物質は、「流量制御」デバイスを用いて塗布され得る。これらの流量制御デバイスは一
般に、物質の個々の液滴が制御される「ドロップ制御技術」、または「非ドロップ制御技
術」として特徴付けられる。
【０１４２】
　噴霧デバイスおよび静電噴霧デバイスは、液滴が全体としてのみ生じ制御される、非ド
ロップ制御技術である。噴霧デバイスでは、多くの場合、比較的大きいエリアにわたって
平滑な塗布を生じさせるために、個々の液滴制御の欠如、つまり「ランダム性」が望まし
い。対照的に、本発明においては、ＲＭＡの量および留置について極めて特異的な制御を
提供することが望ましい。
【０１４３】
　ドロップ制御の例としては、必要に応じて液滴を送達するために物質の流れが正確に制
御される「微細流量制御」、および「インクジェット技術」が挙げられる。旧式のインク
ジェット技術は、液滴を通過させるまたは溝の方へ偏向させるように交互に帯電する静電
偏向板を通って帯電液滴の連続流を供給することを含む。この技術は、インクジェットプ
リンタの基礎となる原設計であった。
【０１４４】
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　その他のインクジェット技術としては、Ｈｅｗｌｅｔｔ　Ｐａｃｋａｒｄ社が提供する
熱デバイス等の「ドロップオンデマンド」、ならびにＥｐｓｏｎ社およびその他のプリン
タメーカが提供するような圧電素子が挙げられる。本発明の一実施形態において、ドロッ
プオンデマンド技術は、液滴の帯電と組み合わせられる。
【０１４５】
　本発明の別の実施形態は、帯電した液滴をスキャンした方向のビームに送達する方式で
旧式のインクジェット技術を使用することである。現代のインクジェットプリンタは、限
られた距離にわたって平面上にプリントするために最適化されている。本発明は、寸法の
決まった表面である皮膚の上にプリントするものであり、多くの場合、液適用のより長い
投射距離を必要とする。このより長い投射距離は、帯電液滴によって可能なものよりも良
好な液滴の目標によって容易になり得る。例えば、ドロップオンデマンド技術は、顔面に
ある斑に一滴の白色顔料を画素レベルの正確さで塗布するために使用され得る。
【０１４６】
　本発明の別の実施形態において、微細流量制御技術等の非インクジェットドロップ制御
技術が使用される。
【０１４７】
　上述のように、本特許明細書において、「インクジェットプリンタ」という語句は、イ
ンクジェット技術のあらゆる形を簡潔に表すために使用されるものである。
【０１４８】
　一実施形態において、インクジェットプリンタは、３００ｄｐｉ（１１．８ｄｐｍｍ）
の解像度でプリントして、皮膚の表面にＲＭＡを塗布するために使用され得る。
【０１４９】
　一実施形態において、インクジェットプリンタは、塗布の速度を上げるために複数のプ
リンタヘッドを有し得る。ロボット工学によって本体を旋回させることもできる。
【０１５０】
　ＲＭＡの塗布を望ましい噴霧範囲に制御することが望ましい。一例において、インクジ
ェットプリンタは、約１／８インチ（３．２ｍｍ）という望ましい噴霧距離を有する。図
２６に示すように、カップ等、当該望ましい噴霧距離を維持するために、皮膚の表面にお
いてプリンタ要素を案内する様々な技術が使用され得る。
【０１５１】
　一実施形態において、インクジェットプリンタのヘッドは、皮膚上の毛を一様に且つ固
定パターンに保ち、毛を平滑化するための櫛状部を有する。
【０１５２】
　（劇的に増大した正確さ）
　美的目的のために、知覚される改善の一方向における小さな変化は、知覚される非常に
大きい改善をもたらす場合が多い。ヒトは、画像または画像の一部における差異を、強度
の差異の二乗の関数として知覚することができる。これは、力は電圧もしくは電流等の強
度の直接測定の、または、電磁波における磁気もしくは静電等の電界強度の二乗である、
という共通理解において見られる。一般には平方根に基づいてそれらの正味効果に二乗と
して追加させる、無相関の源の間における位相整合のランダム性によって、統計的にこれ
を導くこともできる。例えば、第一の画像が、第一の強度の注意を逸らさせる、望ましく
ない特性を有し、第二の画像が半分（１／２）のみの強度の当該注意を逸らさせる特性を
有する場合、ヒトの目には、第二の画像が約四分の一（１／４）の当該注意を逸らさせる
特性による損傷を有するように見えることになる。これは、本発明において外観における
実質的な改善を可能にする要因の１つである。染料は、ヒトの皮膚の部分間における強度
の差異を削減する方式で、意図的且つ正確に塗布され得る。穏やかにではあっても、皮膚
の欠点を削減することにより、「外観」は実質的に改善され得る。三色とは対照的に単色
が、または高解像度プリントとは対照的に中解像度プリントが、または欠陥の全補正とは
対照的に部分補正が、視覚的に実質的な補正を提供する理由はこれである。
【０１５３】
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　一実施形態において、染料は、ヒトの目の解像度と同等の正確さで塗布され得る。例え
ば、１０インチ（２５４ｍｍ）の距離における２０画素／ミリメートルの解像度は、約５
００ドット／インチ（２０ｄｐｍｍ）である。これは、良好な照明条件および強い純粋な
白黒コントラスト下においてヒトの目が持つ解像度の実用限界である。しかしながら、多
くの場合、この高解像度は必要なく、カメラおよびプリントシステムの技術要件を緩和し
ている。
【０１５４】
　（実施形態の詳細な説明－マッピングベースの改善）
　（実施例－皮膚のマップを生成する）
　この例は、皮膚のマップを生成し、当該マップを解析して補正計画を生成し、当該補正
計画を実行するための、１つの方法を実証するものである。
【０１５５】
　（ステップ１－皮膚をスキャンし、皮膚のマップを生成する）
　この例において、初回に皮膚をスキャンして収集されたデータから、皮膚のマップが生
成される。
【０１５６】
　この例において、皮膚のマップを作成する一般的なプロセスは、フレキセルをスキャン
することによってデータを得るステップと、続いてマップを作成するために当該データを
処理するステップとを含む。この例において、処理するステップは、基準座標系に対する
スキャンデバイスおよびフレキセルの位置を決定するステップと、複数の波長におけるフ
レキセルの反射特性を決定するステップと、座標系に対するフレキセルの傾斜または配向
を決定するステップとを含む。続いて、フレキセルおよびその隣接物に関する情報は、顔
等の身体の一部に対するフレキセルの位置に微調整を行うために処理され、それによって
マップが生成され得る。この微調整は、認識された顔の特徴に対するフレキセルを参照す
ること等によって、フレキセルの基準を顔とすることを含む。
【０１５７】
　（ａ．データ表現）
　フレキセルを表すデータ表現の例を、以下に示す。
［（ｘｓ，ｙｓ，ｚｓ，αｓ，βｓ，γｓ），
（ｘｆ，ｙｆ，ｚｆ，αｆ，βｆ，γｆ），
｛（ｒｅｆｌ）Ａ，（ｒｅｆｌ）Ｎ，（ｒｅｆｌ）Ｓ，（ｒｅｆｌ）Ｅ，（ｒｅｆｌ）Ｗ

｝］
　この例において、（ｘｓ，ｙｓ，ｚｓ，αｓ，βｓ，γｓ）および（ｘｆ，ｙｆ，ｚｆ

，αｆ，βｆ，γｆ）は、スキャナセンサおよびフレキセルの、座標系に対する位置およ
び角度配向を表す。
【０１５８】
　（ｂ．センサまたは座標系に対するフレキセル位置）
　データ要素（ｘｆ，ｙｆ，ｚｆ，αｆ，βｆ，γｆ）は、センサからフレキセルまでの
距離を表すものであってもよいし、基準座標系に対するフレキセルの絶対位置および配向
であってもよい。一例において、フレキセルからスキャナまでの距離の決定は、２ステッ
プで行われることができる。第一のステップは、皮膚からのセンサの一定高さ等、ほぼ機
械ベースの測定であってよい。第二のステップは、微調整を提供するための、光学的な一
次導関数測定であってよい。一例において、微調整は表面からの角度を測定することによ
って計算される。別の実施形態において、微調整は、２つの光源を使用して、センサによ
る検出のために２つの基準点または格子を送出することによって行われることができる。
【０１５９】
　（ｃ．反射率および照度のデータならびに計算）
　データ要素｛（ｒｅｆｌ）Ａ，（ｒｅｆｌ）Ｎ，（ｒｅｆｌ）Ｓ，（ｒｅｆｌ）Ｅ，（
ｒｅｆｌ）Ｗ｝は、周囲照明条件下のものと、ＬＥＤ等、４つの光源のそれぞれについて
のフレキセルを表す反射データを表し、考察を容易にするため、当該データを適宜、北（
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Ｎ）－南（Ｓ）－東（Ｅ）－西（Ｗ）と表す。３つの源等、その他の数の光源を使用する
こともできるが、４つの光源であると計算が簡易化される。（ｒｅｆｌ）は、反射率測定
のための１つ以上のデータポイントを表す。
【０１６０】
　フレキセルデータを処理して各光源の反射率および照度を決定することができ、当該情
報は、反射率および表面形状を決定するために使用され得る。
【０１６１】
　一例において、反射率はすべての測定結果の平均値（ａｖｅｒａｇｅまたはｍｅａｎ）
である。照度は、ＬＥＤ等の光源の、既知の輝度から決定され得る。
【０１６２】
　（ｄ．フレキセル配向）
　２本の直交軸に対するフレキセルの傾斜を決定することにより、フレキセルの配向を決
定することができる。フレキセルおよびその隣接物の配向は、皮膚の実際の局所的な表面
テクスチャを示すものである。本発明の一態様は、局所的な反射特性および局所的な表面
テクスチャの両方を測定し補償するための能力である。
【０１６３】
　この例では、北、南、東、および西と表される４つの光源がある。センサは、各光源が
オンになり、その他の源がオフである際に、データを得る。センサは、４つの光源のうち
いずれもオンになっていない際に、周囲照明のデータを得ることもできる。
フレキセルの傾斜は、北測定結果と南測定結果とを比較することによって決定され得る。
これら測定結果の間の差異は、北－南軸に沿ったフレキセルの傾斜に関連している。東測
定結果と西測定結果との間の差異は、東－西軸に沿ったフレキセルの傾斜に関連している
。
【０１６４】
　（ｅ．導かれた値のデータ表現）
　フレキセルからのデータを表す理想的なデータ表現を以下に示す。データストレージ要
件を削減するために、様々な圧縮方法が使用され得る。この例においては、データを登録
してマップを作成する方法を実証するために、各データ要素を完全セットとして示す。
フレキセルデータ［（ｘ，ｙ，ｚ）
ＮＳ傾斜，
ＥＷ傾斜，
（Ｒ，Ｇ，Ｂ視覚色のアルベド），
取得時間］ｉ

（ｘ，ｙ，ｚ）は、座標系に対するフレキセルの位置を表す。
ＮＳ（南北）傾斜は、ＥＷ（東西）軸に対するフレキセルの傾斜を表す。ＥＷ傾斜は、Ｎ
Ｓ軸に対するフレキセルの傾斜を表す。
【０１６５】
　（Ｒ，Ｇ，Ｂ視覚色のアルベド）は、赤色、緑色、および青色スペクトルにおけるフレ
キセルの測定された反射率を表す。本発明の一態様は、複数の波長についてデータを得る
ことができ、皮膚の特徴を識別する上で当該異なる波長データが有用であることである。
【０１６６】
　ヒトの目には、反射率およびトポロジの両方が見える。本発明の一実施形態において、
反射率およびトポロジの両方についてデータが得られる。
【０１６７】
　（ステップ２－フレキセルの群を登録する）
　第二のステップは、複数のフレキセルからのデータの意味を把握することである。
当該例のこの部分は、衛星または空中写真から地表面をマッピングする際の問題に類似し
ている。空中写真の場合、実際の地表面を反映するよう画像を適切に重ね合わせるために
、多数の写真が、わずかに拡大縮小、回転、および／または変換される。続いて、適切に
重ね合わせられた画像から、マップを生成することができる。
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【０１６８】
　本実施例において、複雑性の一因はわずかに異なる取得時間でデータがキャプチャされ
るため、皮膚の動きおよび計算された位置のわずかな誤差を補償する必要があることであ
る。
【０１６９】
　この動作態様は、ゲームアプリケーションにおけるモデリングに類似している。ゲーム
において、身体のモデルは、当該身体が骨格に関連し得るように、骨格のモデルを含み得
る。骨格に最初に適用され得るのは動きであり、続いて、骨格の位置を知り、骨格と身体
との関係を知ることから身体の動きが計算され得る。本発明において、身体の形状が決定
している点で問題は逆であり、測定中に動作を補正することが望ましい。
【０１７０】
　（ａ．フレキセルをマップにマッピングする）
　この例においては、フレキセルまたはフレキセルの群をマップ上の位置と関連付けるこ
とが望ましい。例えば、フレキセルは顔の一部であってよく、マップは顔の理想的なマッ
プである。
【０１７１】
　顔の場合、モデルは、無表情な姿勢の硬質で直立の顔であってよい。
【０１７２】
　一実施形態において、塗布される複数の染料それぞれについて望ましい量の決定は、
・初回に皮膚のマップを生成すること
・当該マップを解析して補正計画を生成すること
によって行われる。
【０１７３】
　続いて、スキャナおよび染料塗布器を含むデバイスを用いて皮膚上に複数パスを作るこ
とにより、第二回に補正計画を実行する。スキャナは、塗布器の位置を決定するため、お
よび、各パスの当該位置にどの程度の量の染料がさらに必要であるかを決定するために使
用されるデータを提供する。補正計画は、皮膚の各小部分に塗布される染料の総量の計算
を提供する。一例において、染料の一部は、皮膚上にある複数のパスのそれぞれに塗布さ
れる。
【０１７４】
　（実施形態の詳細な説明－方法例）
　本発明の実施形態を説明するために、ヒトの皮膚の下記エリアの改善プロセス用の例を
以下に示す。
・顔
・脚
・胸
　（顔を改善する）
　（顔における望ましくない特性と望ましい特性）
　図１３は、いくつかの特性を持つヒト顔面２３５を表す。
・淡斑４０８
・雀斑４１０
・傷等の不均一性４１２
　図１４は、本発明によって使用され、上述したスキャンプロセスに起因する、図１３に
示す顔の２Ｄ表面マップ２３２の表現を示す。この図１４中の２Ｄ表面マップ２３２は、
パターン認識によって識別され得る、上記で列挙した特性を留める。
・淡斑４０８
・雀斑４１０
・傷等の不均一性４１２
　顔の形状をキャプチャするために、２Ｄ表面マップ２３２は一般に奥行きの表現を含む
ことに留意されたい。



(28) JP 2013-19909 A 2013.1.31

10

20

30

40

50

【０１７５】
　上記に示した魅力の原理に従って図１３に示すそのような顔２３５を改善するためには
、淡斑４０８および不均一性４１２等の望ましくない特性を、視界から削減または消去す
ることが望ましい。同時に、若々しい皮膚の特性であり得る雀斑４１０等の特性の外観を
留保する、またはさらに増強することも望ましい。望ましくない特徴と望ましい特徴の両
方をメイクアップで覆う傾向がある従来の化粧品技術と異なり、本発明は、両者を区別し
、それらを適切に処置することができる。
【０１７６】
　（スキャンされた画像を空間周波数帯域に入れる）
　図３１のステップ６０６に示し以下で説明するように、一実施形態において、塗布アル
ゴリズム２３０は、特性の識別を可能にするために、スキャンされた画像を空間周波数帯
域に入れる。
【０１７７】
　図１６Ａ～Ｅは、データが空間周波数帯域に入れられた後の、図１４に示す２Ｄ顔面２
３２のパターンを表す。
【０１７８】
　（アルベド）
　図１６中の最上部の帯域は、２Ｄ表面マップ２３２の実際の「アルベド」を表す。実際
のアルベドグラフにおける上昇は、淡斑４０８を識別するものである。同グラフにおける
深い急落は、傷等の不均一性４１２を識別するものである。また、不規則なセクションは
、雀斑４１０を識別するものである。
【０１７９】
　（照度（シェーディング））
　２Ｄ表面マップ２３２の実際の照度（シェーディング）も、空間周波数帯域によってグ
ラフ化している。
【０１８０】
　特徴認識
　図１５は、パターン認識により、
・毛髪４２２
・眉４２４
・目４２６
・頬骨４２８
・鼻４３０
・口４３２
・顎４３４
等、スキャンされた２Ｄ表面マップ２３２内の特徴も識別できることを示す。
【０１８１】
　そのような特徴を識別することにより、塗布アルゴリズム２３０は、それらの特徴に改
善を行うか否かを決定することができる。例えば、通常、目４２６にＲＭＡ２６４をプリ
ントすることは望ましくない。したがって、塗布アルゴリズム２３０は、目４２６を表す
エリアを、改善の検討から除去することができる。
【０１８２】
　（追跡）
　塗布アルゴリズム２３０は、皮膚のエリア３０２において、例えば図３に示すもののよ
うな塗布デバイス２４６の位置を追跡するためのパターン認識を使用することもできる。
【０１８３】
　上述したように、化学マーカーは、マップの作成を支援するためにスキャン中に皮膚の
エリアに塗布され、皮膚のエリア３０２を持つマップのその後の追跡を可能にすることが
できる。例えば、紫外線マーカーが使用され得る。
【０１８４】
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　（特徴を理想的な特徴と比較する）
　塗布アルゴリズム２３０は、マッピングされた身体的特徴を、図２に示す特徴ライブラ
リ２７４中の理想的な特徴と比較し、当該比較を使用して、特徴を変性させることができ
る。例えば、塗布アルゴリズム２３０は、望ましくはより高くなった理想的な頬骨と一致
させるために、頬骨４２８の下のエリアを黒くすることができる。
【０１８５】
　したがって、塗布アルゴリズム２３０は、図２に示す特徴ライブラリ２７４中に確立さ
れた、スキャンされた特徴の国際的ガイドラインに当てはまり得る。
【０１８６】
　（実際の深度を決定する）
　皮膚のエリア３０２をスキャンすることにより、実際の深度が提供される。
【０１８７】
　（目標深度を決定する）
　一実施形態において、目標深度は、実際の深度のみの低い空間周波数であり得る。しか
しながら、美学は、さらなる数学的または手動の入力によってさらに彫りを深くすること
を指図し得る。目標深度は、知覚された深度またはテクスチャに対する照度の効果を包含
し、入射光の量および角度に関連する。
【０１８８】
　（ローパスフィルタを実行する）
　一実施形態において、平滑化を達成するための目標深度を決定するために、１／２イン
チ～１インチ（１２．７～２５．４ｍｍ）の波長でローパスフィルタが実行され得る。
【０１８９】
　（実際の照度を決定する）
　実際の深度および目標深度の両方が、深度の一次導関数、つまり勾配として、表面角度
に転換される。続いて表面角度は、ゲームまたはアニメーショングラフィック等のアプリ
ケーションにおける３Ｄモデリングでよく理解されるように、表面の照度に転換される。
一般に、想定される照射角度および拡散は、ヒトの皮膚に達する平均的な光である。
【０１９０】
　（目標照度を決定する）
　目標反射率はここでも、単純に実際の反射率のローパスバージョンとして、アルゴリズ
ミによって導かれ得る。しかしながら、数学的または手動の入力によって、さらなる美的
属性が追加され得る。
【０１９１】
　（実際のアルベドを決定する）
　実際のアルベドは、上述したように、塗布デバイスのセンサによって決定される。
【０１９２】
　（目標アルベドを決定する）
　目標アルベドは、上記で説明した補正の原理によって決定される。
【０１９３】
　この例においては、全身の平滑化が実行され、特異的な特徴補正が実行される。例えば
、淡斑は黒くされ、雀斑は保持され場合によっては鋭角化され、傷は、皮膚を全体的に黒
くすること、および傷の上の明るいエリアを特異的に黒くすることによって、少なくとも
部分的にカムフラージュされ得る。
【０１９４】
　目標アルベドは、平滑化および特徴補正を計算した後の、知覚される望ましい反射率で
ある。
【０１９５】
　その他の例において、目標アルベドは、顔の一部を他の部分に対して黒くする等の芸術
的戦略を含み得る。
【０１９６】
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　（美的目標を適用する）
　一実施形態において、人間の観測者は、美的改善を達成するために、コンピュータ画面
、キーボード、およびマウス等、スキャンされたエリアの実際の深さにおいてさらなる変
調を行うための手段を任意で使用し得る。
【０１９７】
　（改善された顔の外観）
　図１７は、図１３に描かれた顔面２３５の外観の、ＲＭＡの塗布による改善の例を示す
。図１３に示されている淡斑４０８および不均一性４１２は、図１７では除去されている
。しかしながら、雀斑４１０は、多様性の魅力的なパターンとして図１７中に留保されて
いる。
【０１９８】
　（単一パスまたは複数パスシステム）
　（単一パス）
　十分な演算能力があるため、塗布デバイス２４６は、データをスキャンすることおよび
ＲＭＡ２６４を塗布することの両方のために、皮膚のエリア３０２全体にわたって１つの
パスを作るだけでよいであろう。
【０１９９】
　（顔料）
　図２１に示す任意の顔料パス１　３６８および任意の顔料パス２　３７０は、エリアを
明るく見せるために、それらのエリアにおいて実行され得ることに留意されたい。そのよ
うな場合、陰性染料３７２ではなく、白色等の淡色の顔料が使用され得る。その他の実施
形態において、皮膚を明るくするために、淡い顔料を塗布するよりもむしろ、漂白剤また
は酸化剤が使用され得る。この例において、吹き出物または静脈等の暗斑は、顔料の塗布
によって明るくされる。
【０２００】
　（複数パス）
　一実施形態において、ユーザは、皮膚のエリア３０２上で塗布デバイス２４６を何度も
移動させる。続いて、塗布システムは継続的にスキャンし、各パスの後に新しい２Ｄ表面
マップ２３３を作成し、当該２Ｄ表面マップ２３３を継続的に使用して、皮膚のエリア３
０２のランドスケープを識別、および各パスによって新しいプリント可能な改善画像２３
４を計算し、ＲＭＡ２６４の一部のみ、例えばＲＭＡ２４６の１０％～２０％を、各パス
に塗布する。複数パスの使用は、このようにして、塗布システム２００にＲＭＡ２６４の
部分塗布を行わせ、当該塗布の結果を見せ、次いでさらなる改善のために別の部分塗布を
行わせる。これらのパスの連続は、望ましい結果の精度を確実に増大させることができる
。また、複数パスにおけるＲＭＡ２６４の塗布は、筋状になる可能性を削減し、有効性を
より高めるために塗布と塗布の間でＲＭＡ２６４を乾燥させる。
【０２０１】
　図２１は、プリントされていない表面３６６にプリント可能な改善画像２３４（厳密な
目標）を適用するために、複数パスがどのように使用され得るかを示す。陰性染料３７２
、つまりエリアを黒くするようにヒトの目に見えるＲＭＡでエリアを黒くするために、染
料パス１　３６０が実行され、それによって陰性染料３７２の一部が塗布される。その後
、さらに陰性染料３７２を塗布するための染料パス２　３６２が、次に、またさらに陰性
染料３７２を塗布するための染料パス３　３６４が、実行される。複数パスにおいて染料
を塗布することの１つの利点は、スキャンまたはプリントにおける誤差が平滑化される傾
向にあることである。さらに、誤差は平滑化されるのみならず、ヒトがするのと同じよう
なフィードバック、例えば、第一のパスにおいて生じた誤差を第二のパスにおいて補正す
ることによって補正される。別の利点は、皮膚全体の色において望ましくない急変がない
ように、エッジ効果が和らげられる傾向にあることである。
【０２０２】
　上述したように、任意の顔料パス１　３６８および任意の顔料パス２　３７０は、エリ
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アを明るく見せるために、それらのエリアにおいて実行され得ることに留意すべきである
。そのような場合、陰性染料３７２ではなく、白色等の淡色の顔料が使用され得る。その
他の実施形態において、皮膚を明るくするために、淡い顔料を塗布するよりもむしろ、漂
白剤または酸化剤を使用し得る。
【０２０３】
　（重複エリア）
　本発明のいくつかの例において、エリア上に塗布器の複数パスを作ることが望ましい。
一般的な場合、塗布器がその後のパス内のエリアに交差すると、いくつかのフレキセルが
初めて見えることになり、他のフレキセルは前の第一のパスを有しており、さらに他のフ
レキセルは前２つのパス等を有していることになる。各フレキセルが何度通過したかを追
跡することが望ましく、その結果、この情報は望ましい量のＲＭＡを塗布するための制御
アルゴリズムに含まれ得る。
【０２０４】
　第一のパスにおいて、目標堆積物の５０％のＲＭＡを補正することが望ましい場合があ
る。第二のパスの観測段階において、望ましい補正のおよそ５０％、塗布が発生している
ことに気付くことができる。これが６０％に見えたと仮定すると、補正されずに残ってい
るのは４０％のみであり、また、皮膚のこの部分は、ＲＭＡに対して６／５強い反応で効
果を示していることがここでわかる。したがって、計算によると、第二のパスで望ましい
効果を獲得するためには、５／６×４／５＝２／３のみのＲＭＡが必要ということになる
。代わりに、アルゴリズムが第二のパスにおいてこれよりも少なく堆積させることを選ぶ
と仮定すると、第三のパスでは、フィードバックによる望ましい効果を正確に滴定するた
めに、効率の最終観測および最終計算ならびに最終堆積を行う。
【０２０５】
　複数パスは連続的なスキャン順序であり得、したがって、プローブの頂面側には常に新
鮮皮膚が見え、中央部は中間パスを処理し、底部は最終パスのために一片の皮膚を処理す
ることが可能である。より実用的なシステムは、皮膚のフレキセルが処置を受けた回数を
ソフトウェアが追跡している場合、電気剃刀の動作と同様のランダムな動きを可能にする
。音波または触覚フィードバックは、各パス下における効果の完了に応じて電気剃刀が音
を変えるように、各フレキセルについての完了を示すことができるであろう。
【０２０６】
　前の塗布パスの縁と正確に一致させることは概して実用的でないため、塗布器の端部が
パスの中央部よりも弱いＲＭＡの塗布を行うことも概して望ましい。例えば、このページ
上で塗布器が左から右へ移動された場合、パスのより良好な重複を提供するためにその後
のパスでそれらのエリアにさらなるＲＭＡをプリントする機会があるように、プリントヘ
ッドの最上部分および底部分によって、計算されたよりも少ない量のＲＭＡが塗布される
であろう。皮膚に対して異なる配向の各パスに、毛髪、皮膚のテクスチャ、または皮膚の
引っ張り歪みによる測定結果または堆積のばらつきを任意に抽出させ、同じ経路を反復さ
せないことも望ましい。例えば、第一のパスが左から右へ行われた場合、第二のパスはわ
ずかに時計回りに傾斜され、第三のパスはわずかに反時計回りに傾斜されるであろう。
【０２０７】
　（改善プロセスの概要）
　図４６は、一実施形態において、ヒト顔面を含む皮膚のエリア等のオブジェクトを視覚
的に改善するための、本発明の一実施形態の一般的なプロセスを示す。「目が見ているも
の３８０」は、皮膚のエリア３０２についてスキャンされたデータを表す。光学的観点か
ら、このデータは以下を含む。
・アルベドＧ１－皮膚のエリア３０２の表面からの反射率の程度
・照度Ｇ３－皮膚のエリア３０２の照度Ｇ３の程度
・深度Ｇ５－スキャナまたはその他の基準点から測定されている皮膚の部分までの距離
・測定されている皮膚の部分の「傾斜」または配向。この配向は、隣接する皮膚のエリア
からの情報と組み合わせると、皮膚の表面形状を表す。
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【０２０８】
　「あなたが見たいもの３８２」は、「目が見ているもの３８０」をより魅力的なものに
し得る改善を表す。この改善は、数学的におよび任意で手動視覚補正によって計算でき、
以下を含む。
・目標アルベドＧ２－皮膚のエリア３０２の表面からの反射率の、より魅力的な程度
・目標照度Ｇ４－皮膚のエリア３０２の照度Ｇ３の、より魅力的な程度
・目標深度Ｇ６－スキャナまたはその他の基準点から測定されている皮膚の部分までの、
知覚される望ましい距離。注：一実施形態において、適用される補正は、皮膚の局所的エ
リアの知覚された反射率を受けて染料の混合および量が決定されるような透明な染料の混
合物であり、これは、実際の反射率および表面形状の両方に関連する。このように、補正
により、望ましいＲＭＡを塗布して実際の反射率を補償し、シェーディングを適用して表
面特徴を隠す、または改善する。
【０２０９】
　一実施形態において、目標アルベドＧ２、目標照度Ｇ４、および目標深度Ｇ６を作成す
るための数学的計算は、中間周波数フィルタリングによって実行され得、特定の有効性を
持つ。
【０２１０】
　上記に示した魅力の原理に従って「あなたが見たいもの３８２」を計算することにより
、皮膚のエリア３０２をより魅力的にするために、皮膚の当該エリア３０２にプリントす
るためのプリント可能な改善画像２３４が作成され得る。
【０２１１】
　（改善プロセスにおけるステップ）
　図３３は、一実施形態において、本発明の改善技術を達成するためのプロセスにおける
ステップを示す。
・図３３のステップ７１００－パターン認識を使用して、スキャンされたエリアの身体的
特徴をマッピングする
・図３３のステップ７２００－スキャンされたエリアの実際の深度を決定する
・図３３のステップ７３００－スキャンされたエリアの目標深度を決定する
・図３３のステップ７４００－スキャンされたエリアの実際の照度を決定する
・図３３のステップ７５００－スキャンされたエリアの目標照度を決定する
・図３３のステップ７６００－スキャンされたエリアの実際のアルベドを決定する
・図３３のステップ７７００－スキャンされたエリアの目標アルベドを決定する
図３４は、図３３のステップ７３００を達成するためのプロセスにおけるステップを示す
。
・図３４のステップ７３１０－ローパスフィルタを実行する
・図３４のステップ７３２０－マッピングされた身体的特徴を、特徴ライブラリ２７４中
の理想的な特徴と比較する
・図３４のステップ７３３０－パターン認識を使用して、望ましい特性を保持する
・図３４のステップ７３４０－美的目標を適用する
図３５は、図３３のステップ７５００を達成するためのプロセスにおけるステップを示す
。
・図３５のステップ７５１０－ローパスフィルタの微分を実行する
・図３５のステップ７５２０－美的目標を適用する
　（脚を改善する）
　（２Ｄ脚における望ましくない特性と望ましい特性）
図１８は、以下の望ましくない特性および望ましい特性をもつヒト脚２３７の説明図を示
す。
・セルライト４１４
・自然な色差４１６
・静脈瘤４１８
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・老斑４２０
　脚２３７に改善をプリントするために使用され得るプリント可能な改善画像２３４を表
すものを含む、これらの特性を表すスペクトル帯域も示されている。説明を簡易化するた
めに、２Ｄ皮膚マップは、皮膚の表面全体にわたる点線を辿った１Ｄグラフとして描かれ
ている。
【０２１２】
　この線に沿った実際の深度がグラフ化されている。また、目標深度が得られる。目標深
度は、実際の深度のみの低空間周波数であってよい。しかしながら、美学では多くの場合
、美容術において既知であるように、さらに彫りを深くすることが指図される。
【０２１３】
　実際の深度および目標深度の両方が、深度の一次導関数、つまり勾配として、表面角度
に転換される。続いて表面角度は、ゲームまたはアニメーショングラフィック等のアプリ
ケーションにおける３Ｄモデリングでよく理解されるように、表面の照度に転換される。
一般に、想定される照射角度および拡散は、ヒトの皮膚に達する平均的な光である。
【０２１４】
　皮膚にプリントすることは、表面深度にほとんど影響をもたらさない。しかしながら、
シェーディングをプリントすることによって、深度の錯視が得られる。セルライトは、約
６インチを超える距離においては、実際には立体的に知覚されない。ヒトの目は、主にシ
ェーディングによってセルライトを知覚する。
【０２１５】
　日焼けがどのようにして皮膚に達する平均照度とは逆の、したがって平均的シェーディ
ングとは逆の色素沈着を生じさせ、それによって日焼けしたヒトの身体をより滑らか且つ
魅力的に見せるか留意されたい。刷り込みタイプの日焼け液は光に対する皮膚角度に敏感
なこの特性を有さないため、同じ魅力を提供することができないことに留意されたい。
【０２１６】
　脚の例では、色素沈着および静脈瘤も示している。目標反射率はここでも、単純に実際
の反射率のローパスバージョンとして、アルゴリズムにより導かれ得るが、老斑を排除し
ながら、既存の色素沈着と協調し得る雀斑等のさらなる美的属性が追加され得る。膝頭の
黒ずみ等、その他の選択された特徴も含み得る。
【０２１７】
　目標反射率曲線および実際の反射率曲線は、各色を別々に表し得ることを理解すべきで
ある。例えば、静脈瘤は青色または赤色であり得、一方、色素沈着はオレンジ色であり得
る。したがって、各色は、プロセスカラーであるシアン、マゼンタ、およびイエロー等の
カラーインクを使用して、単独で補正される。
【０２１８】
　人間の観測者によって脚から視覚化された知覚光は、照度＊反射率（アルベド）である
。実際には、実際の照度＊実際の反射率であるが、目標照度＊目標反射率となるのが望ま
しい。したがって、実際の値から目標の値にするために、掛け合わせた（または染料）画
像を皮膚上に堆積させる必要がある、すなわち、
　転換された目標角度　＊目標反射率
　転換された実際の角度　実際の反射率
ここで、「転換された目標角度」は、平均照度を想定して標準的な照度に転換された目標
角度であり、「転換された実際の角度」は、平均照度を想定して標準的な照度に転換され
た実際の角度である。これは、プリント可能な改善画像２３４として示される目標修正を
提供する。別々の目標修正は、プリントする各色、一般に赤色、緑色、および青色につい
て、シアン、マゼンタ、およびイエローの順で導かれ得る。
【０２１９】
　染料によって実現可能なのは概して皮膚を黒くすることのみであるという問題が生じる
。（その他の実施形態においては、エリアを選択的に明るくするために、限られた量の増
白染料または漂白剤を使用することが可能である。）したがって、急場しのぎの方法とし
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て、皮膚のより多くが補正可能となるように、目標塗料がシフトされる（点線）。これは
、より日焼けした外観のためにより低い目標反射率を選ぶことと同等である。
【０２２０】
　脚における青い静脈瘤等のいくつかの細部は、適度なオフセットがあっても依然として
補正範囲外である場合がある。これらの細部は、正しい色を提供するために染料を重ねて
プリントするよりも、淡い顔料を小エリアに堆積させることによって補正され得る。ある
いは、端点は補正されないままでもよい。補正されない点の相対誤差は、隣接する皮膚が
やや黒くなっている場合、ほとんど目立たないままである。
【０２２１】
　図１９は、本発明によって改善された後のヒト脚２３８の説明図を示す。図１８に示す
以下の望ましくない特性が、視界から削減された。
・セルライト４１４
・静脈瘤４１８
老斑４２０
　しかしながら、膝頭の３Ｄ品質を可視にする役割を果たす、望ましい自然な色差４１６
は、残っている。
【０２２２】
　（胸を改善する）
　図２０は、差異３４６を決定することにより、平均照度３４０下において、実際の３Ｄ
表面３４２からの胸２３９の知覚を美的目標３４４に変更する例を示す。この差異を近づ
けるためにＲＭＡを塗布することにより、胸の知覚される外観を変化させることになる。
【０２２３】
　（単一パス平滑化例）
　図３７は、皮膚のための単純な平滑化の例を表す。腕のエリア等、皮膚のエリアは、ス
テップ９００において複数のフレキセルに分けられる。ステップ９１０において、フレキ
セルの少なくとも１つの光学的属性が決定される。当該光学的特性は、Ｒｉとして表され
る。視覚的特性の各範囲に塗布するための反射変性剤の量を提供するルックアップテーブ
ルがある。ステップ９３０において、当該ルックアップテーブルから塗布されるＲＭＡの
量が決定される。ステップ９４０において、望ましい量のＲＭＡを塗布し、それによって
皮膚のエリアの外観を変更する。この単一パスの例では、皮膚のマッピングを必要としな
い。
【０２２４】
　（複数パス平滑化例）
　図３８は、皮膚の複数パス平滑化を表す。同図において、反射変性剤の一連の塗布によ
り、望ましい反射率Ｒｄに近くなる。ステップ９００において、実際の初期反射率はＲａ

と決定され、当該値は、第一のパスにおいて塗布されるＲＭＡの第一の量Ｑ１を提供する
。ＲＭＡの第一の量Ｑｉの塗布は、反射率をＲａからＲｉに変更する。第二のパスにおい
て、Ｒｉは、塗布されるＲＭＡの第二の量（Ｑ２）を決定するためにルックアップテーブ
ル内で使用される。第二の量が塗布されると、反射率がＲ２に変更される。第三のパスに
おいて、Ｒ２は、ＲＭＡの第三の量（Ｑ３）を決定するために使用される。結果として生
じる反射率Ｒ３は、望ましい反射率に近い。パスの数は３に限定されるものではなく、そ
の数より多くても少なくてもよい。
【０２２５】
　（顔面マップの例）
　図３９は、顔面マップの例を表す。この例において、顔の皮膚は、上述のように複数の
フレキセルに割り当てられる。フレキセル位置が決定および特定され、個別のフレキセル
を表す位置データがあるように記録されることを除き、上述と同様にステップ９１０にお
いて光学的属性が測定される。個別のフレキセルを表すデータは、センサ位置と、フレキ
セルの位置と、１つ以上の光学的属性とを含む。光学的属性は、ステップ９２０において
、フレキセルの反射率、位置、および配向を決定するために使用され得る。その結果、各
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フレキセルは実際の反射率等の初期特性を有する。フレキセルは、望ましい反射率、およ
び１つ以上のパスにおいて塗布されるＲＭＡの量等、望ましい最終特性も有する。ＲＭＡ
の量は、ステップ９４０において決定される。望ましい反射率は、皮膚の平滑化、中間周
波数特性を除去するためのフィルタリング、特徴認識および特徴改善、ならびに一般的な
芸術的スキーム等の改善戦略から決定される。ＲＭＡの望ましい量は、望ましい反射率と
実際の反射率との間の差異から決定される。
【０２２６】
　（ＬＥＤ配置）
　図４０Ａは、センサおよびＬＥＤ配置の概略である。この例において、センサは、北、
南、東、および西と表される４つのＬＥＤの軸に沿って設置される。
【０２２７】
　図４０Ｂは、ＬＥＤが一般にセンサの下にある皮膚上の点へ向けられることを示す断面
図である。一般に、ＬＥＤおよびセンサは筐体内に設けられ、当該筐体は、いくつかの応
用において、フレキセルにより多くの拡散光または関節光を提供するために反射特性を有
し得る。その他の応用において、フレキセルの傾斜を決定するために、光を直接フレキセ
ルに配向することが望ましい。
【０２２８】
　深度は、ＬＥＤによって異なる角度から投影されるシェーディング視差格子によって決
定され得る。別の実施形態において、立体アプローチに２つのカメラが使用され得る。
【０２２９】
　（特徴認識）
　図４１は、単純な特徴認識アプローチを示す。特定のフレキセル「ｍ」およびその隣接
するフレキセルを示すフレキセルマップが表されている。各フレキセルのデータは一般に
、フレキセルの時間、位置、反射率、および配向を含む。図の反射特徴の部分において実
証されているように、情報はグラフを用いて表されることができる。ステップ９１０にお
いて、光学的属性を測定するために、皮膚をスキャンする。ステップ９２０において、ス
キャンから、反射率等の視覚的特性を決定する。ステップ９２１において、観察者によっ
て知覚されるような実際の視覚的特性を提供するために、顔面マップを生成する。ステッ
プ９２２において、特定の被験者についての局所的特徴およびパラメータを識別するため
に、フレキセルデータをレビューする。パラメータの例は、当該被験者における読み出し
の範囲であり、当該範囲は正規化またはその他のデータ操作において使用され得る。ステ
ップ９２４において、改善戦略を適用する。ステップ９２５において、改善マップが提供
される。当該改善マップは、その視覚的特性を変更するために、特定のフレキセルに塗布
するＲＭＡの量を含む。
【０２３０】
　図４２は、顔面の一部を表すフレキセルマップを示す。この図は、吹き出物、フレキセ
ル、淡斑、および傷等の特性を示すものである。それらの特性のそれぞれは、図中、複数
のフレキセルを持つ拡大された位置に示されている。これらのエリアは、様々な皮膚の特
徴が持つ既知の特性から数学的に表され検出されることができるため、特徴認識は数学的
解析によって自動的に実行され得る。
【０２３１】
　（芸術的戦略）
　図４３は、単純な芸術的戦略の一例を表す。顔面のフレキセルマップが生成されると、
様々なシェーディング戦略または全体的な広範囲の戦略が外観に提供され得る。例えば、
１つの戦略は、淡色の目と淡色の頬、または淡色の目と濃色の頬、または濃色の目と淡色
の頬、または濃色の目と濃色の頬等、顔面の上部または下部にある白色または黒色のエリ
アの選択を伴う。これらの一般的なシェーディング戦略のぞれぞれは、特定の被験者に極
めて独特の外見を提供し、被験者の特定の顔の造作、または、当該人物の特定の活動また
は目的のいずれを表すのにも適切となり得る。この例において、全体的なシェーディング
戦略のうち１つが選択され、当該全体的なシェーディング戦略は、上述した中間周波数除
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去および特定の特徴改善等のフィルタリング戦略と共に適用される。これらの戦略の組み
合わせにより、これらのアプローチの複合物である、顔面の望ましい改善マップが提供さ
れるため、組み合わせた方式で補正が適用される。
【０２３２】
　（実施形態の詳細な説明－システム）
　（化粧品のための動作環境）
　図１は、皮膚のエリア３０２にＲＭＡ２６４を塗布するために使用される本発明の一実
施形態を示す。下記でさらに詳細に説明する以下の要素を備える塗布システム２００を、
関係者が組み立てる。
・コンピュータ環境１００－例えば、パーソナルコンピュータ、サーバ、または携帯型コ
ンピュータデバイス
・スキャナ２２０－皮膚のエリア３０２の属性に関するデータを電子的にスキャンする
・塗布の手段２４０－例えば、インク等のＲＭＡ２６４を塗布するために使用され得るプ
リンタ
コンピュータ環境２００は、以下をさらに含む。
・塗布アルゴリズム２３０
・ストレージ２５０－不揮発性データストレージであってよい
・塗布マップ２３２－皮膚のエリア３０２への塗布命令を提供するために、塗布アルゴリ
ズム２３０によって作成される
・プリント可能な改善画像２３４－皮膚のエリア３０２への塗布命令のセットである
　（Ｌｏｏｓｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄシステム）
　実施形態において、塗布システム２００の要素は、離散ユニットを備え得、内部接続を
含み得るリンク１４２および１４４を介して接続されていてよい。例えば、図２は、皮膚
のエリア３０２への塗布のために疎接続された要素の実施形態を示す。スキャナ２２０と
、プリンタ２４１と、コンピュータ環境１００とは、ネットワーク１３０ならびにリンク
１４２、１４４、および１４６上で通信を行っている。ネットワーク１３０は、インター
ネット、プライベートＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）、無線ネットワーク、ＴＣ
Ｐ／ＩＰ（伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル）ネットワーク、またはその
他の通信システムを含んでよく、ゲートウェイ、ルータ、およびスイッチ等の複数の要素
を含んでよい。リンク１４２、１４４、および１４６は、ネットワーク１３０に使用され
ている技術と互換性がある。
【０２３３】
　特徴ライブラリ２７４は、例えば目、鼻、口等、パターン認識によって使用するヒトの
特徴の特性を格納するために使用され得る。特徴ライブラリ２７４を使用して、実際の特
徴をより魅力的に見せるために使用され得るヒトの特徴の理想的なパターンを格納するこ
ともできる。例えば、ヒトの唇の理想的なパターンを使用して、実際の唇をより赤く見せ
るだけでなく、よりふっくらしているように見せることができる。図１に示す塗布マップ
２３２のために、図２に示す２Ｄ表面マップ２３３が使用される。２Ｄ表面マップは、一
般に、顔面の形状をキャプチャするために深度の表現を含む。
【０２３４】
　また、皮膚のエリア３０２に対するスキャナ２２０およびプリンタ２４１の位置を追跡
するために、機械的または電子的な登録手段２７０が使用される。
【０２３５】
　（コンピュータと接続されたスキャナとプリンタの組み合わせ）
　図３は、塗布デバイス２４６が、容器２６２から皮膚のエリア３０２にＲＭＡ２６４を
塗布するためにスキャナ２２０およびインクジェットプリンタ２４２を備える、一実施形
態を示す。塗布デバイス２４６もネットワーク１３０上で通信を行っている。
【０２３６】
　（反射変性剤）
　図４は、ＲＭＡ２６４がマゼンタ２６５、イエロー２６６、およびシアン２６７のＲＭ
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Ａを含み得る、一実施形態を示す。その他の実施形態において、ＲＭＡ２６４は、黒色ま
たは茶色および白色を追加で含み得る。
【０２３７】
　（塗布デバイス）
　塗布デバイス２４６は、図３に示す携帯型スキャナ２２０と携帯型インクジェットプリ
ンタ２４２とを備える。この例において、当該デバイスは、皮膚から１／８インチ～１／
４インチ（３．２～６．４ｍｍ）等の均一な高さに当該デバイスを保持するために、チッ
プまたはカップ等の高さ決定手段を有する。プローブの高度は、数ミリメートル以内の誤
差であればよい。当該デバイスは、鏡または２つのカメラを使用する。デバイスは、顔面
の１５０平方インチ（１０００平方ｃｍ）を覆うために、一般に１０のパスを作り、プロ
セスを完了するために必要な時間は、電気髭剃りに必要な時間に相当する。当該デバイス
の長さは、２インチ（５０ｍｍ）未満である。
【０２３８】
　（携帯型スキャナ）
　一実施形態において、携帯型スキャナ２２０は、スキャンされる皮膚のエリア３０２の
表面に軽く触れるエリアアレイを備える。別の実施形態において、携帯型スキャナは、ス
キャンされている皮膚の付近の皮膚に触れることなく移動される。スキャン中、センサ内
の白色ＬＥＤ光源が光り、皮膚のエリア３０２に対して、上方からの光と定義されている
通常光を適用する。ＬＥＤがオン／オフの場合の測定が行われ、光源の寄与を決定するた
めに、２つの測定の差異を減算する。
【０２３９】
　（インクジェットプリンタ）
　一実施形態において、インクジェットプリンタ２４２は、０．００１インチの解像度を
持つインクジェットプリンタと、ＲＭＡ２６４を保持することができる容器２６２とを備
える。一実施形態において、ＲＭＡ２４６は透明な染料を含むが、その他の実施形態にお
いては、インクまたはその他の有用な化学物質を含む。一実施形態において、ＦＤＡ（ア
メリカ食品医薬品局）に認可されたＲＭＡが用いられる。図４に示すように、ＲＭＡ２６
４は、以下の色の剤を含んでよい：マゼンタ２６５、イエロー２６６、およびシアン２６
７。黒色、茶色、および白色等、さらなる色を含んでもよい。これらの色は、インクジェ
ットプリンタ２４２がヒトの皮膚のエリアにおいて任意の色を作成することを可能にする
ことができる。
【０２４０】
　（登録手段）
　上述したように、皮膚のエリア３０２に対するスキャナ２２０およびプリンタ２４１の
位置を追跡するために、機械的または電子的な登録手段２７０が使用される。一実施形態
において、登録手段２７０は、加速度および傾斜を測定する加速度計と、三次元における
オブジェクトの回転を測定し当該回転を制御するジンバルとを備えてよく、これらも塗布
デバイス２４６内に含まれ得る。これらのデバイスは、動きおよび位置決めの制御を支援
し、塗布デバイス２４６の正しい反射角度を維持する。
【０２４１】
　別の実施形態において、登録手段は、高周波数放射を介して局所的に使用される、全地
球測位型のサービス（ＧＰＳ）を備えてよい。
【０２４２】
　さらに別の実施形態において、登録手段は、圧痕をつけるために皮膚の表面に軽く押し
付けられる小型の扁平ピンのセットを備えてよい。例えば、当該ピンは、顔のマスクを作
るために、顔に押し付けられ得る。フレーム内におけるピンの動きは、３Ｄ座標を提供す
るために機械的に追跡され得る。
【０２４３】
　（携帯型塗布デバイス）
　図５に示すように、本発明の別の実施形態は、材料を皮膚に塗布するための複数の要素
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を備え、外部ネットワークを必要としない、携帯型塗布デバイス２６０である。携帯型塗
布デバイス２６０の一実施形態では、皮膚のエリア３０２にインク２４８を塗布するため
にインクジェットプリンタ２４２を使用する。
【０２４４】
　（曲面を持つ携帯型塗布デバイス）
　本発明の一態様は、ヒトの皮膚から画像データを取得し操作することである。一実施形
態において、第一のステップは身体の一部のマップを生成するために使用され、当該マッ
プは後に染料を選択的に塗布する特定の計画を生成するために使用される。本発明の一実
施形態は、携帯型スキャンデバイスを使用してマップを生成するためのデータを取得する
ことと、携帯型スキャンデバイスを携帯型プリントデバイスと組み合わせて使用して皮膚
の領域に染料を選択的に塗布することとである。図３０は、ネットワーク上での通信デバ
イスおよび曲面を持つ携帯型塗布デバイスを介して、材料を皮膚に塗布するために用いら
れ得る、本発明の実施形態を示す。
【０２４５】
　（マスクまたはヘルメット）
　曲面は、例えば、中にヒト顔面を挿入することができるマスクまたはヘルメットと、当
該顔面の周りを回る塗布デバイス（スキャナ／プリンタ）とを含み得る。そのような曲面
を使用する場合、塗布デバイスがその顔面上における位置および皮膚からの距離を計算す
ることができるように、人工知能およびマッピングによる特徴認識が必要となる。
【０２４６】
　曲面デバイスの１つの利点は、ユーザのアクションも訓練も必要としないことである。
別の利点は、塗布デバイスが皮膚よりも上にとどまるため、まだ乾いていないＲＭＡに触
れないことである。
【０２４７】
　（ブース）
　本発明の別の実施形態は、顔または全身等の皮膚の領域をスキャンするために、ブース
またはワークステーションを使用することである。
【０２４８】
　図２７は、ブースを備える塗布デバイス２４６の一実施形態を示す。この場合、図３６
に示すように、皮膚のエリア３０２は、ドア２８２を通って塗布デバイス２４６に入る人
物の全体を含む。当該人物は、日焼けブースで一般にするように、衣服を脱いでブースに
入り、ＲＭＡの塗布のために横たわるか、または立っていてよい。スキャナ２２０と、容
器２６２およびＲＭＡ２６４を持つインクジェットプリンタ２４２と、登録手段２７０と
を備えるスキャナ／塗布器２８４は、データを収集し、当該データを解析し、ＲＭＡを塗
布することによって改善を行うために、当該人物の身体全体を移動するであろう。
【０２４９】
　別の実施形態において、ブースは、人物全体または顔面等の人物の一部を囲い込む、二
部シリンダを備え得る。
【０２５０】
　（吸取紙）
　図２９は、吸取紙を備える塗布デバイス２４６を用いた一実施形態を示す。当該吸収紙
は、上述したように、皮膚のエリア３０２からほぼ適切な距離を維持するためのカップ２
８０を備える。単一パスまたは複数パスにおける吸収紙塗布デバイス２４６を皮膚のエリ
ア３０２全体にわたって移動させる代わりに、ユーザは吸収紙塗布デバイス２４６を皮膚
の小エリア上に置いてそれをそこで一時的に保持し、当該小エリアにおけるスキャン、解
析、およびＲＭＡの塗布を達成し、その後、吸収紙塗布デバイス２４６を隣の小エリアに
移動させる。
【０２５１】
　吸収紙塗布デバイス２４６では、機械的手段は、ＲＭＡ２６４の塗布のために、皮膚の
エリア３０２上でプリンタ２４２を移動させ得る。例えば、図４４は、吸収紙を備える塗
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布デバイス２４６の反転図を示す。一実施形態において、吸収紙塗布デバイス２４６は、
４つのＬＥＤ２９０と、２つのカメラ２９２と、塗布デバイス２４６において中心軸の周
囲を時計の針のように移動する回転インクジェットプリンタ２９４とを備える。回転イン
クジェットプリンタ２９４は、第二のプリントのために重複エリアに吸収紙を移動させる
ことによってプリントされ得る中心軸のエリアを除く、吸収紙塗布デバイス２４６のエリ
ア全体にＲＭＡをプリントする。
【０２５２】
　（光源）
　図４０Ａ～Ｂは、反射率および皮膚の配向データを取得するための、ＬＥＤおよびセン
サのサンプルレイアウトである。
【０２５３】
　一実施形態において、光源が菱形の角に置かれるような４つの光源のセットが使用され
、この場合センサは当該菱形レイアウトの中心に位置付けられる。この構成は、表面形状
を計算するための数学的解析を簡易化する。
【０２５４】
　一実施形態において、平均照度を用いることが有用である。このために、鏡を含み得る
構成において、複数の拡散性または直交する光源が使用され得る。光はストロボライトの
ように繰り返し光ることができるため、小エリアについて何百もの画像を撮ることができ
、平均化して有効性を求めることができる。
【０２５５】
　（塗布システムを化粧品に用いるためのプロセス）
　図６は、一実施形態において、塗布システム２００を用いるためのプロセスを示す。こ
のプロセスは、下記で詳細に説明する以下の高レベルのステップを含む。
・図６のステップ１０００－属性を決定するための皮膚のエリア３０２のスキャンに基づ
いて塗布システム２００を組み立て、決定された属性と一致するように、またはそれに反
して、レジスタ内の皮膚の当該エリア３０２にＲＭＡ２６４を塗布する
・図６のステップ２０００－皮膚のエリア３０２をスキャンする
・図６のステップ３０００－塗布アルゴリズム２３０を用いてスキャンされたデータを解
析する
・図６のステップ４０００－塗布アルゴリズム２３０を用いてプリント可能な改善画像２
３４を作成する
・図６のステップ５０００－プリント可能な改善画像２３４を使用して、皮膚のエリア３
０２にＲＭＡ２６４を塗布する
・図６のステップ５００２－任意でステップ２０００から５０００を繰り返す
　（塗布システムを組み立てる）
　図７は、一実施形態において、図６に示すステップ１０００－塗布システム２００を組
み立てるステップ－を表すプロセスを示す。当該プロセスは、下記で説明する以下のステ
ップを含む。
・図７のステップ１０１０－塗布アルゴリズム２３０を提供する
・図７のステップ１０２０－コンピュータ環境１００において塗布アルゴリズム２３０を
提供する
・図７のステップ１０３０－コンピュータ環境においてストレージ２５０を提供する
・図７のステップ１０４０－皮膚のエリア３０２をスキャンする手段２２０を統合する
・図７のステップ１０５０－ＲＭＡ２６４の塗布手段２４０を統合する
　（塗布アルゴリズムを提供する）
　１人以上のプログラマが、一実施形態において、図６に概説し上記で説明した本発明の
要素およびプロセスを制御する塗布アルゴリズム２３０を作成する。塗布アルゴリズム２
３０が作成された後、当該アルゴリズムは、図１に示すように少なくとも１つのコンピュ
ータ環境１００において使用され得、塗布システム２００のその他の要素と統合され得る
。例えば、一実施形態において、塗布アルゴリズム２３０は、サーバを備えるコンピュー
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タ環境１００にロードされ得る。コンピュータ環境１００は、スキャナ２２０からのスキ
ャンされたデータ等のデータを格納することができる不揮発性ストレージ２５０を装備し
得る。
【０２５６】
　様々な実施形態において、塗布アルゴリズムは、特徴認識、特徴ベースのルックアップ
スキーム、または一般的な芸術的目標に基づき得るデフォルト戦略を含み得る。
【０２５７】
　図８に示すように、一実施形態において、塗布アルゴリズム２３０によって達成される
一般的な機能は、
・スキャンによって皮膚の画素レベルマッピングを調整することと、
・特徴認識を提供すること、もしくは、画像改善戦略の手動選択を受け入れることと、
・プリント可能な改善画像２３４を作成することと、
・所定の改善を実現するために、物質の画素レベル塗布を調整することと
である。
【０２５８】
　（スキャンによって皮膚の画素レベルマッピングを調整する）
　塗布アルゴリズム２３０の主要な機能は、材料３００の第一段階のエリアについてスキ
ャンされたデータを解析して当該エリア３００の属性の３Ｄ塗布マップ２３２を作成する
ことであり、そのためには材料３００の第二段階の塗布が有用となり得る。この機能の要
部分は、材料の第二段階の塗布を、材料の第一段階の当該エリアが持つ属性に従って材料
のレジスタ内に入れるべきか、またはそれらの属性に反してレジスタに入れるべきかを、
塗布アルゴリズム２３０が各スキャン点で決定することである。この判定は、材料３００
の第一段階のエリアに何が有用となり利点となり得るかに関するアルゴリズム内の命令に
基づくものである。
【０２５９】
　図３１は、スキャンを調整するステップに含まれるステップを示す。
・図３１のステップ６０２－スキャナ２２０によってスキャンを開始する
塗布デバイス２４６をオンにして皮膚のエリア３０２上を移動させると、スキャナ２２０
がスキャンを開始する。
・図３１のステップ６０４－スキャンされたデータをコンピュータ環境１００へ送る
塗布デバイス２４６は、そのスキャンされたデータを、リンク１４４、ネットワーク１３
０、およびリンク１４２を介してコンピュータ環境１００へ伝送する。
・図３１のステップ６０６－スキャンされたデータをストレージ２５０に格納する
・図３１のステップ６０８－スキャンされたデータを空間周波数帯域に入れる
　（プリント可能な改善画像を作成する）
　本発明の化粧品の実施形態の目的は、観測者に、ある人物を、実際よりも若く知覚させ
るために、ヒトの視覚システムの特性を理解し活用することである。これは、画素レベル
で実行されるカムフラージュの形と見なされ得る。この目的を達成するための本発明の技
術は、皮膚の罹患エリアの細部をすべて一掃するものではなく、皮膚のエリアを本物らし
くする、重大な、望ましい細部を留めるものであることに留意することが重要である。こ
の目的を達成するために、本発明は、ＲＭＡ２６４の適切な塗布を行うためのプリント可
能な改善画像２３４を作成するために、以下で説明する洗練された技術を使用する。
【０２６０】
　図９は、一実施形態において、プリント可能な改善画像２３４を作成するためのプロセ
スを示す。
【０２６１】
　図９のステップ６０５１－コンピュータモデルにおいて３Ｄスキャンを２Ｄ表面マップ
２３３に変換する。
図１０は、コンピュータモデルおよびゲームで用いる既知の技術によって、３Ｄヒト顔面
２３５が、どのように当該顔面２３３の２Ｄ表面マップにマッピングされ得るかの例を示
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す。この２Ｄマッピングでは、小域（制限）的にすべての表面が平面であり、「ベース」
を表す剃刀モデルを作成している。
【０２６２】
　図９のステップ６０５２－パターン認識を使用して、２Ｄ表面マップ２３３の特定の特
徴３１０を識別する
例えば、パターン認識は、目を識別するために使用され得る。
【０２６３】
　図９のステップ６０５４－識別された特徴３１０を使用して、改善されない皮膚の部分
３２０をさらに識別する
例えば、ＲＭＡを潜在的に刺激することによって改善されない目を特定することが望まし
い場合がある。
【０２６４】
　図９のステップ６０５６－改善されない部分を計算から除外する
例えば、目は、計算から除外され得る。
【０２６５】
　図９のステップ６０５８－美的目的を実現するために、補正可能な特徴３３０において
改善技術６００を用いる
本発明によって用いられる改善技術を、以下で詳細に説明する。
【０２６６】
　（所定の改善を実現するために、反射変性剤の画素レベル塗布を調整する）
　図３２に示すように、所定の改善を実現するためにＲＭＡ２６４の画素レベル塗布を調
整することは、以下のステップによって実現され得る。
・図３２のステップ６０６０－プリント可能な改善画像２３４を塗布デバイス２４６へ送
る
・図３２のステップ６０７０－インクジェットプリンタ２４２を使用して、プリント可能
な改善画像２３４にＲＭＡ２６４を塗布する
　（実施形態の動作）
　本発明の動作は、図３に示す塗布デバイス２４６およびコンピュータ環境１００を参照
して説明され得る。
【０２６７】
　（スキャン）
　ユーザは、スキャナ２２０がデータを記録し得るように、皮膚のエリア３０２全体にわ
たって塗布デバイス２４６を移動させる。例えば、皮膚のエリア３０２はユーザの顔であ
ってよい。スキャナ２２０は、ネットワーク１３０を介して、スキャンされたデータをコ
ンピュータ環境１００に送り、ここで当該データはストレージ２５０に格納される。
【０２６８】
　一実施形態において、ユーザは、電気剃刀を顔面上で移動させている場合のように、さ
らに滑らかなパスにするプローブのタッピングまたは吸い取り動作を用いるよう求められ
る場合がある。この動作は、ＲＭＡの塗布における汚れを削減する。
【０２６９】
　一実施形態において、ユーザは、ニュートラルモデルを提示するための、ニュートラル
で動きのない位置を想定することを求められる場合がある。例えば、顔面に使用する場合
、ユーザは、静止したまま目を閉じ、無表情でいるように求められる場合がある。全身に
使用する場合、ユーザは、ブース内の特定の位置に静止して立つように求められ得る。
【０２７０】
　（スキャンされたデータを解析する）
　塗布アルゴリズム２３０は、格納されているデータを空間周波数帯域に入れ、皮膚のエ
リア３０２のランドスケープおよびＲＭＡ２６４の塗布が必要な寸法を決定するために、
パターン認識を使用してそれらを解析する。
【０２７１】
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　塗布アルゴリズム２３０は、その解析を使用してソフトウェア内に皮膚のエリア３０２
の２Ｄ表面マップ２３３を作成し、当該マップは潜在的な将来の使用のためにストレージ
２５０に格納される。
【０２７２】
　（プリント可能な改善画像を作成する）
　塗布アルゴリズム２３０は、２Ｄ表面マップ２３３に基づいて、プリント可能な改善画
像２４３の作成も行う。
【０２７３】
　また、プリント可能な改善画像２３４は、オペレータがコンピュータ画面上にマップを
表示し、望ましい調整を行うための制御を使用することによって手動で作られ得ることに
留意されたい。
【０２７４】
　（改善画像をプリントする）
　塗布アルゴリズム２３０は、容器２６４から皮膚のエリア３０２にＲＭＡ２６４を塗布
するようインクジェットプリンタ２４２をトリガする塗布デバイス２４６へ、ネットワー
ク１３０を介してプリント可能な改善画像２３４を送る。インクジェットプリンタ２４２
は、皮膚のエリア３０２の異なる部分に望ましい結果を作成するために、異なる量および
混合のＲＭＡ２６４を画素レベルで塗布し、塗布を極めて正確なものにする。
【０２７５】
　（単一または複数パス）
　上述したように、十分な演算能力があるため、塗布デバイス２４６は、データをスキャ
ンすることおよびＲＭＡ２６４を塗布することの両方のために、皮膚のエリア３０２全体
にわたって１つのパスを作るだけでよいであろう。
【０２７６】
　そうでない場合、ユーザは塗布デバイス２４６を皮膚のエリア３０２上で何度も移動さ
せる。続いて塗布システムは継続的にスキャンし、２Ｄ表面マップ２３３を作成し、継続
的に２Ｄ表面マップ２３３を使用して皮膚のエリア３０２のランドスケープを識別し、プ
リント可能な改善画像２３４を使用してＲＭＡ２６４の約１０％をそれぞれのパスに塗布
する。
【０２７７】
　一例において、デバイスが顔面上を満遍なく回る際、または顔面に吸収される際に染料
を塗布するために携帯型プリンタが使用される。デバイス上の１つ以上のスキャナが、マ
ッピング例において上述したような方式で、画像データを取得する。当該データは、プリ
ンタを皮膚に登録することができるよう、スキャナの位置を識別するために使用される。
プリンタが皮膚上を移動する際に、補正計画、または複数パスの場合には補正計画の一部
が皮膚に適用される。
【０２７８】
　現在のインクジェットプリンタは一般に、プリントヘッドとプリントされている表面と
の間に、約１／８インチ（３．２ｍｍ）という望ましい作業範囲を有する。一例において
、このプリント距離は、デバイスが移動される際の皮膚への軽い接触等、ハンドヘルド動
作によって維持される。別の例において、スキャナおよびプリンタが皮膚全体にわたって
所定の経路に向けられるよう、ヘルメット型ガイドが設けられる。
【０２７９】
　様々な実施形態において、スキャンおよびプリントコンポーネントは、ハンドヘルドシ
ステム、備え付けシステム、またはブースシステム内に設けられ得る。
【０２８０】
　（ハンドヘルド動作の例）
　ハンドヘルドシステムにおいて、デバイスは、吸い取られる、または皮膚全体にわたっ
て移動されることができるよう、電気剃刀またはパウダーパフのサイズであってよい。デ
バイスは、皮膚外観の全体的な平滑化を提供するための単一パスモードで、または、各パ



(43) JP 2013-19909 A 2013.1.31

10

20

30

40

50

ス上において比較的小さな補正を提供するために皮膚の各エリア上にあるいくつかのパス
が使用される複数パスモードで、使用され得る。システムは、動作が完了したことを示す
トーン等のフィードバック手段を含み得る。
【０２８１】
　（皮膚に触れるハンドヘルドスキャナの例）
　図２６は、ハンドヘルドスキャナを示す。この例において、スキャナ筐体は、プリンタ
ヘッド等の塗布デバイスが皮膚に対してほぼ既知の距離および配向で維持されるように、
皮膚に触れる。
【０２８２】
　（顔面モデリングおよびプリント用のヘルメットガイドの例）
　ヘルメットモードは、スキャンおよび塗布デバイスが指定の限定移動経路を有する、備
え付けシステムの例である。備え付けシステムは、座標基準点、ガイドストリップ、およ
び可動プローブを含み得る。
【０２８３】
　（塗布例－顔のメイクアップ）
　例えば、ユーザは、自身の顔の上で塗布デバイス２４６を移動させ、顔の魅力を改善す
るためのメイクアップの形としてＲＭＡ２６４を塗布させることが可能である。これらの
ＲＭＡは、美しいホクロ等の望ましい細部は留めながら、皮膚のトーンアップまで行う透
明な染料、またはインク、または顔料を含み、頬に赤みを帯びた色を加え、皮膚の不具合
および傷を隠して、ヒトの目に対する皮膚の魅力を大幅に改善する。一般に、一実施形態
において、ユーザは、目および口を閉じて、それらがＲＭＡ２６４に曝露されるのを防止
し得る。別の実施形態において、システムは、目等の敏感なエリアを認識し、それらの敏
感なエリアにＲＭＡ２６４を、塗布しないように自身を制限するために、特徴識別を使用
し得る。
【０２８４】
　（タッチアップ）
　２Ｄ表面マップ２３３および当該顔を表すプリント可能な改善画像２３４が格納される
と、それらを繰り返し使用して、例えば迅速な日常の化粧品タッチアップ用の塗布デバイ
ス２４６で、顔にＲＭＡ２６４を迅速に塗布し得る。
【０２８５】
　プリント可能な改善画像２３４は、顔面のエリアの属性と一致するレジスタ内、または
、それらの属性に反するレジスタ内の両方にあってよいことに留意されたい。例えば、皮
膚の淡色エリアは、塗布アルゴリズム２３０によって計算された望ましい効果に応じて、
比較的淡色のままにされる場合もあるし、黒くされ得る。
【０２８６】
　（本発明の塗布の例）
・顔のメイクアップ
ＳＰＳ１５のサンブロック等、日焼け止めローションの成分が追加され得る。例えば、母
親は月に一度、外観および日射し避けの両方のため、子供にスプレーし得る。
・口紅
・アイライナー
・眉のメイクアップおよび整形
・日焼け
・マニキュア
・疑似ナイロンストッキング
・刺青および特殊デザイン－永久的なものおよび一時的なもの
・例えばハロウィン用の顔面マスク
・ボディペイント
・メッシュを入れた髪
・カムフラージュ
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例えば、皮膚のエリアの属性をカムフラージュし、皮膚のエリアの底部にあるエリアを明
るくし、頂面上のエリアを黒くすることであり、これは、上方からの光によって、自然な
、ひいては予期されるパターンを反転させるからである。
・重度外傷のメイクアップ
例えば、メイクアップは、化学療法または放射線療法によって顔の毛を失った癌患者の眉
をシミュレートするために塗布され得る。
【０２８７】
　（実施形態の詳細な説明－日焼け）
　この実施形態において、先行技術のデバイスを超える、改善された外観を作成する人工
的な日焼けを提供するためのデバイスが提供される。
【０２８８】
　（日焼け技術の利点と不利点）
　日光または日焼けブース内の光に皮膚を曝露させることによる自然な日焼けは、人々が
魅力を増大させるために使用する、よくある手法である。自然な日焼けは、皮膚の外観を
平滑化する傾向があり、これによって皮膚はより若々しく見える。例えば、老斑、瘤、シ
ワ、およびニキビ痕等の魅力的でない不具合は一般に、年齢を重ねるとともに人々の皮膚
に現れる。ヒトの目は、皮膚のエリアの淡／濃におけるコントラストを作成するため、こ
れらの不具合を知覚し、皮膚をより不規則且つ滑らかさが少ないように見せる。老斑は一
般に、その周囲のエリアよりも濃い。瘤は、太陽がその人物の上方から照らす場合の自然
な照明条件において、その下に影を投げ掛けることが多い。シワは、皮膚にある陥凹した
谷のようなものであるため、光に曝露されることは少なく、その周囲の表面よりも濃い外
観を有する。ニキビ痕も同様に濃いエリアである。
【０２８９】
　自然な日焼けは、皮膚の表面上における淡／濃のコントラストを削減することによって
、そのような不具合の外観を平滑化する。既存の老斑が太陽に曝露されると、一般にその
メラニンによって限られた程度まで黒くなるように保護されるが、その周囲の皮膚は、同
じレベルのメラニンによってさらなる程度までは保護されない。したがって、老斑と周囲
の皮膚との間のコントラストは小さくなる。同様に、瘤等の隆起したエリアは、上向き側
においてより多くの日光を受けるため、太陽への曝露によって瘤の下のシェーディングエ
リアよりも黒くなる。シェーディングによって視覚化された寸法外観に対抗するという効
果がある。シワおよびニキビ痕の周囲のエリアは、それらの中のシェーディングエリアよ
りも黒くなる。したがって、シワのより濃い中心線は比較的明るくなり、シワをカムフラ
ージュする。自然な日焼けの平滑化効果が皮膚自体を黒くすることではなくコントラスト
の削減にあるにもかかわらず、海辺における夏の日等の多くの状況において、日焼けの色
はそれ自体が美の文化的規範となった。
【０２９０】
　日光または人工光による日焼けは確かに皮膚をより滑らかに且つより魅力的に見せるが
、それには重大な不利点がある。天気は常に暖かく晴天であるとは限らず、日焼けブース
はそのサービスに対し料金を請求する。最悪なことに、増大した紫外線光に皮膚を曝露す
ることは、残念ながら、皮膚癌等の皮膚への重大な損傷を引き起こし得る。
【０２９１】
　結果として、増大した光に皮膚を曝露することなく皮膚の外観を黒くすることによって
日焼けの魅力的な効果をシミュレートするために、日焼けクリームおよびスプレー式ロー
ション等の製品が開発された。しかしながら、これらの製品は一般に、当該製品が同程度
まで塗布される皮膚のエリアすべてを黒くする傾向があり、皮膚を魅力のないものにする
濃淡のコントラストが失われないという単純な理由で、皮膚を平滑化するという錯覚を作
成することには成功していない。例えば、老斑が黒くなり、周囲のエリアも黒くなるため
、老斑は依然としてその周囲のエリアよりも黒い。同様に、瘤の上部および下部の両方が
黒くなるため、上方からの光がある通常の照明条件下では、当該瘤の下部は上部よりも依
然として黒いままである。また、これらの製品は手動で高価なものであり、それらの技術
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は画素レベルで特定の改善を行うのに十分なほど正確ではなく、その有効性を制限する。
【０２９２】
　（日焼けをシミュレートするための、自動スキャン、解析、および画素レベル塗布）
　対照的に、本発明は、自然な日焼けをシミュレートするために、フレキセルにおけるス
キャンされた空間周波数の特定の範囲を対象とした改善を行う。これにより、魅力を改善
するために、茶色またはメラニン色等の単色のＲＭＡを塗布して、いくつかの空間周波数
にあるパターンを変化させ、その他の周波数にあるパターンを留める。例えば、暖色のエ
リア、若く見える雀斑、およびビューティマークを留めながら、皮膚の選択的なエリアを
黒くすることによってエリア間の濃淡のコントラストを削減するために、ＲＭＡが塗布さ
れ得る。一般に、ＲＭＡは、選択された淡色エリアを黒くするために、スキャンによって
得られたデータとは逆に塗布される。スキャンされたデータは、その反射率およびそのト
ポグラフィを識別するために解析され、それらはいずれも、どのフレキセルを黒くすべき
かを正確に決定するために有用なものである。表面テクスチャのシェーディングを識別す
るために、皮膚上にある特徴の表面角度が、ゲームにおいて行われるようにして決定され
る。
【０２９３】
　魅力的な平滑化効果を実現するために、このプロセスによって、光による自然な日焼け
が必要とするほど皮膚を黒くする必要はないであろう。これは、このプロセスが画素レベ
ルで極めて特異的な改善を行うことができるためである。例えば、当該プロセスは、より
濃い老斑を皮膚のより明るいエリアと区別することができ、明るいエリアだけを特別に黒
くすることができ、より明るいエリアのみを、視覚的改善に有用な最低限の程度まで黒く
することができる。
【０２９４】
　（疑似日焼けによって瘤をカムフラージュする）
　本発明は、図１２に示す表面テクスチャの変動４００を持つ、例えば極小の瘤を表す、
極めて小さいエリアを識別し得る。本発明は、光源に対する表面角度のおかげでより多く
の照射を受けているためにより明るく見える、瘤４００のより明るく見えるエリア４０４
にインクまたは染料を塗布し、瘤の下の、陰になったより暗く見える部分４０６を黒くし
ないでままにし得る。これにより、瘤の次元に関連する明暗のコントラストを削減し、皮
膚をより滑らかに見せる。
【０２９５】
　（疑似日焼けにより皮膚全体を改善する）
　皮膚における、場合によっては何十万もの瘤およびその他の小さな不規則性に対して、
特異的な画素レベルの改善を同様に行うことにより、皮膚の平滑性の全体的な視覚的知覚
は大幅に改善される。例えば、シワの周囲のより明るいエリアを黒くし、陰になっている
ため既に黒く見えている傾向があるシワ内の陥凹エリアは黒くしないでおき、それによっ
てシワをカムフラージュすることができる。
【０２９６】
　結果として、皮膚は自然な日焼けの色のように全体的に黒く、より滑らかで魅力的に見
えるであろうが、より黒いベースを塗布する場合とは異なり、雀斑および頬の色等の望ま
しい特徴は改善されないまま、留め得る。
【０２９７】
　（疑似日焼けによる単色改善）
　本発明の疑似日焼けは、インクもしくは染料、または化学的に変化させる黒化剤、例え
ば、シアン、マゼンタ、イエロー等の複数の色の代わりに１つの色で日焼けをシミュレー
トするために使用される化合物の使用による、化粧品改善を提供する。
【０２９８】
　ヒトの目が持つ、色に対する解像度は照度に対するものよりも低いため、照度のみに影
響を及ぼす改善は、ニキビまたは静脈瘤等の有色の欠陥をカムフラージュするために使用
される場合であっても、知覚される均一性および魅力をさらに大幅に改善し得る。
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【０２９９】
　（大きいエリアに対する改善のための疑似日焼け）
　本発明の技術は、図１２に示す瘤４００等の極めて小さい特徴だけでなく、皮膚のはる
かに大きいエリアにも適用され得る。例えば、筋肉の定義をシミュレートするため、およ
び、胸または頬骨の下部を黒くし、谷間を明るくすることによって、これらの特徴を突出
させるために使用し得る。
【０３００】
　（実施形態の詳細な説明－ハンドヘルドマーク塗布器）
　図４７Ａは、老斑、小さな傷、および静脈瘤等の皮膚マーク用の、ハンドヘルドデバイ
スの一実施形態の側面図である。図４７Ｂは、図４７Ａのデバイスの正面図であり、図４
７Ｃは、図４７ＢのセクションＡＡ’に沿った水平断面図である。
【０３０１】
　マーク塗布器デバイス５５０は、上部ハンドル部および下部皮膚塗布部を設けた筐体５
５３を含む。この例において、デバイスは、幅約１と１／２～２インチ（３８～５０ｍｍ
）、高さ約４～５インチ（１００～１２７ｍｍ）である。この例において、筐体の底部５
５４にある開口部は、約１／２～３／４平方インチ（１２．７～１９．２平方ｍｍ）であ
る。
【０３０２】
　少なくとも１つの光源が使用される。この例においては、４つの光源５５１が、正方形
管の４つの角に近接して位置付けられる。光源は一般に、白色光ＬＥＤ、または白色光を
生じさせるための赤色、緑色、および青色等のＬＥＤの組み合わせであるが、これらの源
は、マーク認識のためのさらなるデータを提供するために変動する波長であり得る。いく
つかの場合において、単一の光源が使用され得る。別々の波長の光源を使用することの利
点は、より強い感度、より良好な色精度、およびより高い解像度を含む。しかし、上述し
たブースおよび可動ハンドヘルドの実施形態において、これらの利点では、実用上の困難
およびフレキセルの各セットのための４つの異なる照明条件を配列するために必要な時間
を克服し得ない。ほとんどのカメラは、白色光源から良好なカラー画像を提供し得る。
【０３０３】
　しかしながら、本実施形態において、カメラは移動されず、数色の光源のそれぞれから
、および、すべての光源がオンになっている場合に生じる白色光から、画像を得ることが
より実用的である。したがって、この塗布器のいくつかの例は、異なる波長の光源を含み
、それにより、より洗練された特徴認識を支持するために、より良好な白色光および複数
の波長におけるさらなる画像データを提供する。
【０３０４】
　概して、この実施形態およびその他の実施形態における光源は、可視光、赤外線、およ
び紫外線を含む様々な波長であり得る。赤外線の波長は、特徴認識を支持するために、皮
膚のより良好な透過を提供する。
【０３０５】
　管の下部は、好ましくは、光源が筐体壁から反射して、露出した皮膚のエリアに均一な
照明を提供するように、光るまたはつや消しアルミニウムまたはスチール等の反射面を有
する。これらの反射面は、光ファイバに類似している。カメラ５５２は、上述したように
露光したエリアの画像をキャプチャする。プリントヘッド５６０は、エリア、特にマーク
に望ましい補正をプリントするために、開口部全体にわたって移動される。筐体内のその
他のコンポーネントは、回路基板５６２および電子部品、少なくとも１つのＲＭＡカート
リッジ５６４およびバッテリ５６６を含む。本明細書において、ＲＭＡという用語は一般
的意味で使用され、カートリッジは顔料またはその他の剤を含有し得る。
【０３０６】
　動作中、ステップ７９００において、デバイスはユーザがカムフラージュしたいと希望
するマークを有する皮膚のエリア上に置かれる。デバイスは所定の時間、または、当該ユ
ニットがステータスライトまたは可聴トーン等を用いて完了を合図するまで、適所に保持
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される。続いてユーザは筐体（図示せず）にあるスイッチを押下し、ユニットが以下の一
般的な動作を実行する。
【０３０７】
　ステップ７９１０においてユーザが筐体にあるスイッチを押下したことに応えて、ユニ
ットは以下のステップを完了する。
【０３０８】
　ステップ７９２０において、カメラは、底部の開口部によって露光された皮膚のエリア
のカメラを用いて、周囲光における第一の画像をキャプチャする。ユニットを皮膚に押し
付けても、一部の光は皮膚を通って移動し、部分的にエリアを照射する。
【０３０９】
　ステップ７９３０において、光源がオンにされる。
【０３１０】
　ステップ７９４０において、光源がオンになっている間に、カメラで第二の画像をキャ
プチャする。
【０３１１】
　ステップ７９５０において、ユニットは画像を解析し、それには以下のステップが含ま
れ得る。ステップ７９５２において第二の画像から第一の画像を減算し；ステップ７９５
４においてマークを識別し；ステップ７９５６において当該マークおよび隣接する皮膚に
ついて望ましい変性された反射率を決定する。
【０３１２】
　ステップ７９６０において、望ましい変性を実現するために、マーク上にプリントする
ＲＭＡの望ましい量を決定する。この実施形態の小さなマークをカムフラージュするため
には、概して不透明で白色のＲＭＡが使用され得る。当該物質は、伝統的なメイクアップ
ベースと同様であり得、一般に当該ベースよりも明るい、またはより白い。一例において
、ＲＭＡは純白であるか、または、薄ピンク色等、１つの波長において白色である。ＲＭ
Ａは、周囲の皮膚と調和する方式で、マーク上に少量が使用され得るよう、好ましくは皮
膚よりも明るい。
【０３１３】
　ステップ７９７０において、１つ以上のプリントヘッドパスにおいて補正をプリントす
る。１つのプリント方法例は、ステップ７９７２において、第一のパス内で望ましい補正
の一部をプリントすること；ステップ７９７４において、第一の部分をプリントした後に
皮膚のエリアの画像を撮影すること；ステップ７９７６において、画像を解析すること；
ステップ７９７８において、第二のパスにおいてプリントされる量を画像の解析に従って
調整すること；および、ステップ７９７９において、第二のパス内の残留補正量の少なく
とも一部をプリントすることを含む。必要に応じて、さらなるパスを実行され得る。この
例における「パス」は、皮膚エリア上を移動されているプリントヘッドをいう。その他す
べてのコンポーネントおよび筐体は、静止したままである。第二のパスは、予測補正を実
際の補正と比較し、差異を補償するための機会を提供する。例えば、望ましいものよりも
少ない補正がプリントされると、ユニットは第二のパス内の残留する計算量よりも多くプ
リントすることができ、望ましいものよりも多くの補正がプリントされると、ユニットは
第二のパス内の残留する計算量よりも少なくプリントし得る。
【０３１４】
　（実施形態の詳細な説明－特殊皮膚領域塗布器）
　この実施形態において、唇、または目の周囲等、皮膚の特殊なエリアにプリントするた
めのユニットが提供される。当該ユニットは、ブース型備え付け備品として設けられても
よいが、好ましくはハンドヘルドデバイスのように携帯型である。当該デバイスは、安定
性および位置合わせを提供するために、顎当て等の携帯型支持材を含み得る。
【０３１５】
　唇およびその周囲の皮膚エリアの実施形態例において、上述した実施形態のハンドヘル
ドマーク塗布器と同様のデバイスが使用され得る。ユニットは一般に、マーク塗布器との
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部よりも大きく、当該開口部は、皮膚領域とより厳密に一致する楕円等の形状のものであ
ってよい。皮膚領域は実質的な湾曲を有し得るため、プリントヘッドは一般に、当該ヘッ
ドが当該領域上を移動される際に、皮膚により近くまたは皮膚からより遠く移動されるｚ
軸の能力を有する。
【０３１６】
　上記の実施形態で説明したような複数の光源は、小エリアにおけるフレキセル配向の「
シェーディング」解析を提供するために有効である。唇のような領域は、局所的特徴のみ
ならず、より大きな形状特徴を有するため、立体知覚法でシェーディング解析を補足する
ことが望ましい。例えば、２つのカメラを使用することにより、局所的なシェーディング
解析だけでなく、領域の立体知覚解析を展開するための画像の比較が可能になる。したが
って、２つのアプローチは相補的である。
【０３１７】
　この例においては、デバイスが唇の上に置かれる、またはブースデバイスの場合には、
唇がブース内に置かれる。複数の光源を持つ一対のカメラによって、様々な照明条件下で
画像が撮影される。一方または両方のカメラからの画像データは、上述したようにフレキ
セル配向を決定するために使用され得る。両方のカメラからの画像データを使用して、立
体解析を展開し得る。
【０３１８】
　当該解析は、補正計画を展開するために使用される。当該補正計画は、１つ以上のＲＭ
Ａを－好ましくは複数パスで－塗布するために領域上でプリントヘッドを移動させること
によって実行される。この例において、プリントヘッドは、必要に応じて当該ヘッドが唇
により近くなる、または唇からより遠くなるよう、ｚ軸制御を有する。
【０３１９】
　（代替的な実施形態）
　（皮膚以外の表面について）
　本発明は、皮膚以外の表面に物質を塗布するためにも使用されることができ、以下に例
を示す。
・ケーキ、クッキー、その他のデザート、野菜、果物、肉、および魚等の食品に対して、
それらの外観を改善し、栄養素含有量を改善するために
・葉および花を含む植物に対して、それらの外観を改善するために
・衣類、家具、壁、および床に対して、それらの外観を改善するために
・あらゆる吸収面に対して
　（その他のハードウェアおよびソフトウェア）
　本発明の異なる実施形態では、幅広い可能なハードウェアおよびソフトウェア技術を用
い得ることも当業者には明らかであろう。例えば、Ｗｅｂサービスプロバイダとクライア
ント企業のコンピュータとの間の通信は、有線、無線、赤外線、またはラジオのものを含
む任意の数のリンクを介して、および、未だ存在していないものを含む、引用した以外の
通信ネットワークを介して行われ得る。
【０３２０】
　また、本明細書において、コンピュータという用語は、パーソナルコンピュータ、ラッ
プトップ、コンピュータ処理能力を持つ電話機、携帯情報端末（ＰＤＡ）、およびサーバ
を含む最も広い意味で使用され、サーバ間で分割されるストレージおよびソフトウェア機
能を持つ複数のサーバを含み得ることが認識されるはずである。クライアントアプリケー
ションとＷｅｂサービスの間でメッセージを伝送するために、多様なオペレーティングシ
ステム、互換性のある電子メールサービス、Ｗｅｂブラウザ、およびその他の通信システ
ムが使用され得る。
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